
第7回障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

議事次第  

1 日時   

平成21年3月3日（火）18：00～20：00  

2 場所   

厚生労働省 専用第12会議室（5階）  

3 議題   

（1）障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラムについて  

（2）研究会報告書（案）について  

（3）その他  

4 資料   

資料1障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム（案）  

（第1号、第2号ジョブコーチ）  

資料2 l‾障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」  

報告書（案）   



二軍料1．  障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム（案）  

1．第1号ジョブコーチ養成研修  

①研修の概要  

職場適応援助者としての知識、技能を習得したい人で、障害者の就労支援に携   
わっている人又はこれから携わる予定の者   

42時間以上   

20～50人程度   

職場適応援助者として、支援計画に基づき実際の支援を行うための必要な知   
識・スキルを習得する。   

研修時間  

受講者数  

②カリキュラム（【共通】‥1号・2号の共通の科目、【1号】二1号のみの科目）   

科目   内容   
く参考＞共通基  

形態  時間数   盤との対比（※）   

職業リハビリテーションの理   ・職業リハビリテーションの基本理念   講義   
念【共通】  0．5～1  悪霊詣驚B   

就労支援のプロセス【共通】  ・就労支援のプロセス   講義   
1～2  霊悪霊志賀若E   

・職場適応援助者の制度と役割  
・職場適応援助者の支援の流れ  講義  1～2   オリソナル  

第1号職場適応援助者の役  
割【共通、1号】  ・第1号職場適応援助者の役割  

・支援者の視点やアプローチの手法、支援のプロセス  講義  1′、一2   オリソナル   

・ケース会議の開催と留意事項  

障害特性と職業的課題【共  講義   

通】   ・障害の特性に応じた支援方法、就業支援事例   3～5  霊雷雲嘉警c  

②就労支援に関A  
就労支援に関する制度【共  ・障害者雇用施策の概要   講義   する制度   
通】   ・労働基準法、最低賃金等基本的な労働関係法規の概要  

1～3           就労支援に関B する制度   

職場における雇用管理【共  講義  1～2  霊悪霊芸震害者B  
通】   ・就労支援における企業のニーズ   

・企業経営の基礎  
企業文化の理解【1号】  ・企業の視点や企業文化  

講義  

（可能であれば、企業の見学を行う）  
（見学）   

・アセスメントの視点と方法   講義・演習  1～2   オリソナル  

アセスメントの視点と支援計           ・支援計画の意味、内容と活用方法   
講義・演習  2～4   オリシーナル   

・フォローアップ計画の意味と活用方法   

企業へのアプローチと事業  ・企業へのアプローチ方法   
所における調整方法【1号】  ・事業所への働きかけと調整方法   

講義・演習  2～4  オリソナル  

・具体的な支援の流れと方法  
事業所での支援方法の基礎   ・職場環境アセスメント   

・職域開拓と職務の再構成  
講義・演習  3～6   オリソナル   

理解【共通】  
・ナチュラルサポートの形成   

・職務分析、エ程分析  
職務分析と作業指導【共通】   ・わかりやすい伝え方、  講義・演習  3′｝5   オリソナル   

・ジグや道具の活用と作業改善の提案  
講義  

支援記録の作成【共通】   ・支援記録の作成方法と活用方法  
（演習）   

1～3   オリシ▲ナル   

地域における関係機関の役  ・雇用、福祉、教育等地域の関係機関の役割   
③関係機関の役A  
割・連携   

割とネットワークの活用【共   ・関係機関の役割分担と連携のあり方  講義  1′〉2  

通】  
③関係機関の役B  

・関係機関への情報提供の仕方  書中連携   

・ケアマネジメントの理念   
D  

ケアマネジメントと職場定着  
のための生活・家族支援【共  講義   

通】  
1～3   

・職業生活支援における事業主の役割と関係機関との連  
携  

ケースから学ぶジョブコーチ  ・ジョブコーチ支援の一連のプロセスを含むモデル事例を   
支援の実際【共通】   通じ、支援の方法を学ぶ  

事例研究  2～4  5就労支援の実B        際   

（必要に応じて、1時間程度の事前指導を行う。）  
・事業所実習  

害者c   

事業所における職場適応援   ‾l∃＝l    ・事業所における雇用管理の理解   実習  7～8   
助者の支援の美際【共通】  ・事業所のアセスメント演習  

オリソナル   
・仕事の伝え方、職務分析等の実習  

※「共通基盤との対比」において、資料3で示した項目に対応する内容を示した。「オリジナル」とは、第1号ジョブコーチの役割   
や専門性に応じて付加した内容である。   



2．第2号ジョブコーチ養成研修  

①研修の概要  

対象者   
職場適応援助者としての知識、  
わっている人又はこれから携わ   

研修時間   42時間以上   

受講者数   20～50人程度   

研修のねらい   
職場適応援助者として、支援計  
識・スキルを習得する。   

技能を習得したい人で、障害者の就労支援に携  
る予定の者  

画に基づき実際の支援を行うための必要な知  

②カリキュラム（【共通】：1号・2号の共通の科目、【2号】：2号のみの科目）  

申   内容  
と参考＞共通峯  

形琴  時間数   盤との対比（※）   

職業リハビリテーションの理 共】  ・職業リハビリテーションの基本理念   講義   
念【通  0．5～1  悪霊詣欝B   

就労支援のプロセス【共通】  ・就労支援のプロセス   講義   
1～2  霊荒悪霊腎E   

・職場適応援助者の制度と役割  
・職場適応援助者の支援の流れ  講義  1～2   オリソナル  

第2号職場適応援助者の役  
割【共通、1号】  

・第2号職場適応援助者の役割  
一支援者の視点やアプローチの手法、支援のプロセス   

講義  1一〉2   オリソナル   

障害特性と職業的課題【共  ・障害特性と職業的課題   講義   
通】   ・障害の特性に応じた支援方法、就業支援事例   3～5  蓮慧詣驚c  

②就労支援に関A  

就労支援に関する制度【共  ・障害者雇用施策の概要   講義  1～3   する制度   
通】   ・労働基準法、最低賃金等基本的な労働関係法規の概要  

②就労支援に関B  
する制度   

職場における雇用管理【共  ・事業所における障害者の雇用管理の現状と課題   講義   

通】   ・就労支援における企業のニー・ズ   1～2  誓焉莞芸貰害者B  

・障害者自立支援法における就労の位置付け  講義  

社会福祉の現状【2号】   一障害の概念、社会福祉の視点等  
（見学）   

1～3   オリシ◆ナル   

（可能であれば、就労移行支援事業等の見学を行う）  

・アセスメントの視点と方法   講義・演習  1～2   
アセスメントの視点と支援  
計画の策定【共通、2号】  講義t演習  2～4   オリソナル   

・支援計画策定のためのアセスメント、プランニングの方法  

事業所内における調整【2  
・ケース会議等を通じて関係者と合意形成を図る方法の理  オリシーナル   

号】   
解   
・具体的な支援の流れと方法  

事業所での支援方法の基   ・職場環境アセスメント   
礎理解【共通】   ・職域開拓と職務の再構成  

講義・演習  3～6   オリソナル  

・ナチュラルサポートの形成   
・職務分析、エ程分析  

職務分析と作業指導【共    ・わかりやすい伝え方、  
通】  

講義・演習  3～5   オリソナル   

・ジグや道具の活用と作業改善の提案  
講義  

支援記録の作成【共通】  ・支援記録の作成方法と活用方法  
（演習）   

1～3   オリシ◆ナル   

地域における関係機関の  ・雇用、福祉、教育等地域の関係機関の役割   
3関係機関の役A  
割・連携   

役割とネットワークの活用   ・関係機関の役割分担と連携のあり方  講義  1～2  

【共通】  
③関係機関の役B  

・関係機関への情報提供の仕方  割・連携   

・ケアマネジメントの理念   
D  

ケアマネジメントと職場定着  
のための生活・家族支援  講義   

【共通】   ・家族への支援の考え方と方法  
1～3   

・職業生活支援における事業主の役割と関係機関との連携   

ケースから学ぶジョブコーチ  ・ジョブコーチ支援の一連のプロセスを含むモデル事例を通  事例研究   
支援の実際【共通】   じ、支援の方法を学ぶ   2～4  ⑤就労支援の実B 際  

（必要に応じて、1時間程度の事前指導を行う。）  
事業所における職場適応   ・事業所実習   

書者c   

援助者の支援の実際【共  j些重ける雇用管理の撃墜 ▲′¶▲   講義・実習  7～8   

通】   ・事業所のアセスメント演習  オリシ■ナル   
・仕事の伝え方、職務分析等の実習  

※「共通基盤との対比」において、資料3で示した項目に対応する内容を示した。「オリジナル」とは、第2号ジョブコーチの役割  
や専門性に応じて付加した内容である。   



3．ジョブコーチ・スキルアップ研修  

（1）第1号ジョブコーーチ  

①研修の概要  

職場適応援助者として活動しており、ジョブコーチとしてのさらなるスキル  
アップを目指す者（目安として、240日程度のジョブコーチ支援経験がある  

者）  

間  12時間程度  

20～30名程度   

経験の少ないジョブコーチへの支援ノウハウの伝達、指導（スーパーバイ  

ら  ズ）、支援計画の策定等ジョブコーチ支援全体のマネジメントを行うための  
必要な知識・スキルを習得する。   

対象者  

研修時  

受講者数  

研修のね  

②カリキュラム  

科目   内容   形態   時間数   

■支援計画策定のためのアセスメントの方法   
アセスメントと支援計画の 1  講義・演習  2～4  
策定【号】  

一支援の進捗状況の管理   

職務の再設計と作業改善  ・職務の切り出しと作業改善の理論と方法   講義・演習  2～3   
【共通】   ・参考事例   

スーパーバイズ・コーチング  ・支援の進捗状況の管理   

・経験の浅い職場適応援助者に対する指導方法   
講義・演習  1～2   

【共通】  

ケーススタディ【共通】   
・ジョブコーチ支援事例の検討と自らの支援の振り返り   

事例検討  2～3  
・課題の共有   

就業支援ネットワ・－クの構 築と支援の課題【1号】  ・地域における就業支援の機関との連携、支援の現状と課題  意見交換  2～3   

（2）第2号ジョブコーーチ  

①研修の概要  

職場適応援助者として活動しており、ジョブコーチとしてのさらなるスキル  
アップを目指す者  

間  12時間程度  

20～30名程度   

経験の少ないジョブコーチへの支援ノウハウの伝達、指導（スーパーバイ  
ら  ズ）、障害者の雇用管理全般のマネジメントを行うための必要な知識・スキ  

ルを習得する。   

対象者  

研修時  

受講者数  

研修のね  

②カリキュラム  

科目   内容   形態   時間数   

・障害特性別の具体的なエ夫・留意点   
様々な障害特性について  

講義・演習  2′〉4  

・職務の切り出しと作業改善の理論と方法   
職務の再設計と作業改善  

講義・演習  2～3  

スーパーバイズ・コーチング   
・支援の進捗状況の管理   講義・演習  1～2  
・経験の浅い職場適応援助者に対する指導方法   

ケーススタディ   
・ジョブコーチ支援事例の検討と自らの支援の振り返り   
・課題の共有   

事例検討  2～3  

障害者の雇用管理   
・特例子会社の運営や障害者雇用促進等の実際   

講義（企業）・   2′〉3  

意見交換  



資料2  

障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する  

研究会報告書（案）  

平成21年3月   

障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する  

研究会   



はじめに  

第1障害者の一般就労を支える人材の現状と課題   

1．人材及び支援の現状  

2．一般就労を支える人材の育成に向けて  

（1）一般就労に向けた支援を行うための共通の基本的な知識・スキル  

（2）一般就労に向けた支援を専門的に担う人材の育成  

3．人材の階層的な育成と就労支援人材の裾野の拡大  

（1）人材の階層的な育成  

【資料1】 専門人材の役割・職務の整理表  

【資料2】 専門人材の研修体系  

（2）一般就労に向けた支援を担う人材の裾野の拡大  

第2 障害者の一般就労を支える人材に求められる基本的な知識・スキル   ・… ・10  

1．基本的な知識・スキルの考え方   

2．一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキル   

【資料3】 一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキル  

第3．一般就労に向けた支援を専門的に行う人材の育成のためのモデルカリキュラム  

1．モデルかノキュラムの考え方  

2．就労支援員   

（1）現状と課題   

（2）役割・必要な能力   

（3）モデルカリキュラム  

【資料4】 就労支援鼻のモデルカリキュラム  

3． 就業支援担当者   

（1）現状と課題  

（2）役割・必要な能力  

（3）モデルカリキュラム  

【資料5】 就業支援担当者のモデルカリキュラム  

4． 第1号ジョブコーチ   

（1）現状と課題  

（2）役割・必要な能力  

（3）モデルカリキュラム  

【資料6】 第1号ジョブコーチのモデルカリキュラム  

・・・・ ・15  

…・ ・19   

、 「I  



5． 第2号ジョブコーチ   

（1）現状と課題   

く2）役割・必要な能力   

（3）モデルカリキュラム  

【資料7】 第2号ジョブコーチのモデルカリキュラム  

・・・・ ・23  

第4 障害者の一般就労を支える人材の育成のために  

1．研修カリキュラム策定の考え方   

2．効果的な研修のための取組   

3．人材の育成に向けた今後の課題  

・・・・ ・27  

おわりに  ・・・・ ・30  

【別添1】 関係者からのヒアリング概要  

【別添2】 障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査 結果報告   



「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」  

報告書く案）  

〔はじめに〕  

○ 障害者の希望や適性に応じた一般就労を実現し、働く障害者を支えていくため   

には、就労支援施策の充実を図るとともに、障害者の一般就労を支える人材の育   

成を図り支援の質を向上させていくことが求められている。  

○ 障害者の一般就労を支える人材は、雇用、福祉、保健・医療、教育等の様々な   

分野、支援ニーズに応じた様々な機関に所属し、それぞれの役割に応じた業務を   

担っているなど、多様である。  

○ こうした人材が緊密に連携し、一人ひとりの障害者や障害者が働いている企業   

や事業所を支えるためには、一般就労に関する基本的な理念を理解するとともに、   

支援に必要な知識・スキルを習得していく必要がある。  

○ また、平成19年8月にとりまとめられた「福祉、教育等との連携による障害   

者の就労支援の推進に関する研究会」報告書において、 地域の関係機関が就労支   

援ネットワークを構築し、連携による支援を行うために必要な各分野の支援機関   

の役割・あり方、就労支援を担う人材の育成のあり方等についての提言がなされ   

たところであるが、人材育成のための能力要件を明確にし、育成方策についてさ   

らに検討を進める必要性が指摘されているところである。  

○ 本研究会では、以上のような観点を踏まえて、地域の就労支援機関において一   

般就労を支える人材について現状と課題を把握し、それぞれの役割に応じた就労   

支援のプロセス・職務等の整理、支援に必要な知識・スキル等の明確化、専門性   

の向上を図るための研修体系、さらには具体的なモデルカリキュラムを提示する   

ための検討を行ってきた。  

また、本研究会の下に作業部会を立ちあげ、研究会での議論を踏まえ、就労支   

援の職務や支援に必要な基本的な知識・スキルを整理するとともに、モデルカリ   

キュラムの原案を作成し、それらを基に本研究会において検討を重ねた。  

このたび、それらの結果をとりまとめたので、報告する。  
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第1障害者の一般就労を支える人材の現状と課題  

1．人材及び支援の現状  

（一般就労を支える人材の現状）   

○ 障害者の一般就労を支えるための支援には、障害者のライフステージ、障害特  

性に応じて様々な機関、様々な職種の人材が関わっている。就労支援に関わる機  

関には、それぞれ固有の目的や役割があり様々な経歴や知識・スキルを持った者  

が就労支援の第一線に配置されているが、障害者の一般就労に向けた本格的な取  

組は始めたばかりという機関・人材も多く、支援に必要な知識・スキルを十分に  

有してない場合も多い。  

（地域の就労支援の状況）   

○ 地域の就労支援の状況をみると、就労支援の経験が長い担当者が中心となって  

関係機関と緊密に連携し、様々な個別ケースについて状況に応じて支援を分担す  

るなどネットワークによる連携が機能している地域もある一方で、フォーマルな  

会議は設置しているものの、関係機関の役割分担が認識されていないこと、支援  

ノウハウを有した人材が不足していること等から個々の支援において十分に連  

携できていない地域も多い。  

2．一般就労を支える人材の育成に向けて  

（1）一般就労に向けた支援を行うための共通の基本的な知識・スキル   

（分野横断的な基本的な知識・スキル）   

○ 就労支援に関わる機関や人材の多様性は、障害者の一般就労を支える上での  

様々なニーズに応えるものであり、これらの機関がネットワークを構築し連携に  

よる支援を行うことは非常に有効である。各機関が自らの役割を果たすとともに  

連携による就労支援を効果的に機能させるためには、一般就労に向けた共通の認  

識を持ち、一般就労に向けた支援に必要な基本的な知識・スキルを有する人材を  

育成していくことが早急に求められる。   

○ また、一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキルは、雇用、福  

祉、保健医療、教育等の分野、機関や人材の種別に関わりなく共通する部分が多  

いと考えられる。   

（地域のネットワークを支える共通基盤）   

○ 各機関の人材が共通の知識・スキルを習得することは、一般就労を支える支援  

ネットワークのプラットフォームともいうべき共通基盤の形成に資することが  

でき、．各機関においてそうした人材が中核となって、他機関と連携しながら就労  

支援の実績を積み重ねていくことで地域においてネットワークが構築され、連携  

による効果的な支援が定着していくと考えられる。  
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（2）一般就労に向けた支援を専門的に担う人材の育成  

（地域における人材育成の取組の促進）   

○ 障害者自立支援法の施行以降、就労支援を担う人材育成のために地方公共団体  

や民間機関等が研修会やセミナー等を開催するなど、人材育成の取組が拡がって  

きている。また、障害者職業総合センターにおける人材育成の取組に加え、平成  

20年12月に公布された改正障害者雇用促進法により地域障害者職業センターに  

おいて、障害者の一般就労を支える関係機関の職員等への職業リハビリテーショ  

ンに関する実践的な知識・技能等の向上のための実務的研修や就労支援を行う地  

域の関係機関に対する技術的事項についての助言・援助を通じて、就労支援の知  

識や実践的なスキルを習得するためのサービスを提供することとしている。   

○ こうした人材育成に向けた研修等の取組が効果的に行われ、障害者の一般就労  

を支える人材が支援に必要なノウハウが身につけられるよう、各人材に共通する  

基本的な知識・スキルを示すとともに、人材の専門性に応じて求められる役割や  

能力を明確にし、育成するためのモデルカリキュラムを示すことが求められてい  

る。  

（一般就労に向けた支援を専門的に行う機関・人材）   

○ 障害者の一般就労を支える様々な機関の中でも、障害者雇用促進法に基づく職  

業リハビリテーション機関であるハローワーク、地域障害者職業センター、障害  

者就業・生活支援センターを始め、障害者職業能力開発校、就労移行支援事業者、  

特別支援学校、発達障害者支援センター、地方公共団体が設置する就労支援機関  

等については、就労支援の場面で質の高いサービスを提供するとともに個々のケ  

ースに応じた関係機関との連携・調整の際に中核的な役割を担うことが求められ  

ており、これらの機関において就労支援を担う人材の育成は極めて重要である。  

（早急に育成が必要な人材）   

○ とりわけ、障害者自立支援法施行に伴い福祉から雇用へ一層の促進を図ること  

や企業に対する人的支援等のニーズが高まってきていること等を踏まえ、十分な  

研修体系が整備されていない就労移行支援事業者の就労支援員、全ての障害福祉  

圏域への設置をすすめている障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者  

（主任就業支援担当者を含む。）、障害者基本計画に基づく重点施策実施5か年計  

画において平成23年度までに養成数5，000人の数値目標が掲げられているジョ  

ブコーチ等の育成のために、早急な研修体系の整備又は見直しが必要である。  

3．人材の階層的な育成と就労支援人材の裾野の拡大   

（1）人材の階層的な育成   

（現状・役割等の整理）  

○ 早急に育成が必要な人材として、就労移行支援事業者及び就労支援員、障害者  
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就業・生活支援センター及び就業支援担当者、第1号職場適応援助者助成金支給   

対象法人及び第1号ジョブコーチ、第2号職場適応援助者助成金支給対象事業主   

及び第2号ジョブコーチに対して現状を把握するためにアンケート調査を実施   

するとともに、参集者からの報告及び関係者からのヒアリングを実施した。  

○ さらに、調査で得られたこれらの人材（以下「専門人材」という。）の現状と   

課題を踏まえて、専門人材ごとに役割や必要な能力、職務について整理し、【資   

料1】「専門人材の役割・職務の整理表」（次ページ参照）により示した。なお、   

専門人材ごとの現状と課題、役割等の具体的な内容は第3において示している。  
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【資料1】  

願 ．．【磁  

（就労移行支援事業所の利用者  

に対し、）  

作業訓練や職場実習等を通じて、  
一般就労に必要な知識の習得及  

び能力の向上を行うとともに、求  
職活動の援助を行い、一般就労  

に送り出す役割  

（活動区域内の就職を希望する障  

害者に対し、）  

地域の関係機関と連携し、相談  

から就職準備、職場定着に至る  

まで、個々の障害者に必要な就  
業面・生活面の支援をプランニン  

グ・コーディネートする役割  

（社会福祉法人等の障害者  

を理解する側の立場から、）  
（企業等の受け入れ側の  

立場から、）  

障害者の職場適応を容易にするため、職場においてアセスメ  

ントや事業所内の調整、職場での集中的支援からフォロー  
アップまでのきめ細やかな人的支援を行う役割  

○一般就労への移行支援  

・職業準備性や作業遂行能力の  
把握  

・ハローワークへの求職登録等求  

職活動支援  

・職場実習の受入先の確保  

・関係機関と連携した職場開拓、  

職場定着  

○関係機関との連携  

○一般就労を希望する障害者へ  
のアセスメント  

○個別の支援計画の策定  

○必要な支援のあっせん  

○就職活動・職場定着支援  

○事業主に対する雇用管理に関  
する助言  

○地域における就労支援のコー  
ディネート  

○ジョブコーチ支援計画の策定  

○対象者及び職場のアセスメント  

○作業工程の把握と分析  
○職場適応支接  

○ナチュラルサポートの形成とフォローアップ  

雪  

○個別の支援計画を策定し、支  

援の進捗管理ができる。  
○担当者に対して指導、助言が  

できる。  
○地域における就労支援全般を  

マネジメントし、就労支援ネット  

ワークの構築ができる。  

○支援計画を策定し、支援の進捗管理ができる。  

○経験の浅いジョブコーチに対して指導、助言ができる。  

○新たな仕事の切り出しや職務の再構成ができる。  

○支援計画に基づき、職  

場適応支援ができる。  

○本人の特性を見極め、  

わかりやすい適切な指導  
ができる。  

○職場環境をアセスメント  
し、事業主への助言や環  

境整備ができる。  

○支援先事業所を把握し  

事業所のニーズを把握で  

きる。  

○支援計画に基づき、職  

場適応支援ができる。  

○本人の特性を見極め、  

わかりやすい適切な指導  
ができる。  

○職場環境をアセスメント  
し、関係者への助言や環  

境整備ができる。  
○障害者雇用について事  

業所内で理解を得る。   

担当者  
○サービス管理者が策定する支  

援計画に基づき支援ができる。  

○利用者の特性を把握し、関係  

機関や事業主等に助言すること  
ができる。  

○関係機関の役割を理解し、必  
要に応じて連携することができる。  

○主任が策定する支接計画に基  

づき各種の支援ができる。  

○地域の関係機関と連携して支  

援ができる。  

○地域の労働市場を理解し、事  
業所のニーズを把握できる。  



（人材に必要な知識・スキル）  

○ 専門人材に必要な知識・スキル等の整理を通じて、その結果、就労支援に必要   

な知識・スキルには、役割や職務に違いがあるとしても専門人材に共通した基本   

的な知識・スキル及びそれぞれの人材の役割や専門性に応じて付加することが望   

ましい知識・スキルがあることがわかった。共通した基本的な知識・スキルは、   

2．（1）で示した分野横断的な基本的な知識・スキルと言えよう。  

○ なお、次の第2において基本的な知識・スキルを示すとともに、第3において   

専門人材に付加することが望ましい知識・スキルを盛り込んだモデルカリキュラ   

ムを示した。  

（階層的な育成）  

○ 就労支援を専門的に担う人材については、その役割を果たし質の高い支援サー   

ビスが提供できるよう、共通の基本的な知識・スキルを基礎として、当該機関に   

おいて必要とされる実践的かつ専門的な能力を身につけるために、研修修了後の   

フォローアップをしながら段階的に育成する必要がある。  

○ 例えば、支援に必要な基本的な知識・スキルを習得し上級者の策定する支援計   

画に基づき就労支援業務を行う現場の第一線で支援を行う担当者として経験を   

積んだ後、自ら支援計画を策定し、担当者の行う支援の指導・助言、関係機関と   

の連携体制の構築等を行うなど当該機関の行う支援のマネジメントを担うこと   

ができるように能力を向上させる機会を設けるなど研修体制を構築していく必   

要がある。  

○ なお、これらの人材の研修体系のモデルとして【資料2】「専門人材の研修体   

系」で示している。  

【資料2】専門人材の研修体系   



（2）一般就労に向けた支援を担う人材の裾野の拡大   

○ 第2に示す基本的な知識・スキルについては、専門人材の育成ばかりでなく、  

障害者が潜在的に持っている働く意欲を引き出し、必要な時期に一般就労に向け  

た支援につなぐことができるよう就労支援を担う人材の裾野の拡大にも活用で  

きる。   

○ 例えば、障害者の相談支援や生活支援を担当する者、特別支援学校の進路指導  

担当以外の教員、また、発達障害の生徒は通常の高等学校や定時制・通信制の学  

校等に在籍している場合が多いという指摘があり、こうした学校の進路指導担当  

教員等は、障害者の一般就労に向けた支援にたとえ直接携わらないまでも、障害  

者の一般就労を支える地域のネットワークの一員として、障害者が働くことの意  

義や就労支援に関する共通の基本的な知識等を理解できる機会を設けることが  

重要であり、セミナー等の内容について充実させていく必要がある。  

第2 障害者の一般就労を支える人材に求められる基本的な知識・スキル  

1．基本的な知識・スキルの考え方   

○ 障害者の一般就労を支える人材が共通して身につける必要がある基本的な知  

識・スキルについては、以下の2．によりカテゴリーごとに整理をして示した。   

○ なお、これらの基本的な知識・スキルは、研修を受講することにより身につけ  

られるものばかりでなく、就労支援の専門家や上級者から助言・指導を受けるこ  

とや支援現場での経験の積み重ねや支援の振りかえり等を通じて自ら習得する  

べき部分も多い。   

○ また、ここで示した基本的な知識・スキルは、「障害者の一般就労」の支援に  

直接必要な知識・スキルに焦点を当てて整理したものであり、障害者の就労支援  

を行う者としての心構えを持つことやカウンセリングスキル、コミニュケーショ  

ンスキル、アセスメントスキル等といった障害者支援というヒューマンサービス  

に携わる人材として身につけているべき能力の習得は直接的には含んでいない  

が、その重要性はいうまでもない。とりわけ、就労支援を行うに当たって、障害  

者や企業等に対するアセスメントスキルは最も必要なスキルの一つであるが、各  

機関・人材の役割や専門性に応じてアセスメントに関するスキルを磨くことが必  

要である。  

2．一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識1スキル   

○ 一般就労に向けた支援を行うために必要な共通の基本的な知識・スキルの具体  

的な内容を【資料3】「一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキ  

ル」（次ページ参照）により示した。  
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【資料3】一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキル ～就労支援の共通基盤－   

大項目  中項目   主な内容   研修方法   

・障害者が働くということ（特に企業において）   
A障害者が働くということ  

講義、演習、見学、  
当事者等の声  

B霊リハビリテ‾ション  ・織業リハビリテーションの基本的理念   講義  

・障害別（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他）  
C障害特性と職業的課題   の障害特性と職業的課題、支援上の留意点   

講義  
就労支援の基  

講義  
（む礎的知識・理 A 臼  

・就労支援のプロセス（インテーク、アセスメント、準備訓練、求  
E苦認プロセスと   職活動、ハローワークの利用方法、初期・中長期の定着支援） ・全体のプロセスにおける自らの役割   講義  

業生活支援と家族支  ・職業生活を支える支援の考え方と方法  
F  

講義   
・家族への支援の考え方と方法  

・障害者雇用の現状  
A障   ・障害者雇用対策や障害者雇用支援策（トライアル雇用や各種  

助成金等）の概要   
講義  

②苧詣欝こ関   
B芸働関係法規の基礎知  ・労働基準法、最低賃金等基本的な労働関係法規の概要   講義  

c 讐諾福祉一致育関連  ・就労支援と関係の深い障害者福祉・教育関係の制度   講義   

・雇用、福祉、教育等地域の関係機関の役割  
（ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支  

A 関係概関の役割  援センター、就労移行支援事業、特別支援学校、発達障害者  講義  

③の役  支援センター、難病相談・支援センター等）  
・自らの役割の認識  

・開陳機関の役割分担と連携のあり方  
B関係機関の連携  ・関係機関への情報提供の仕方、守秘義務と情報の共有化  

・就労支援におけるネットワークの重要性の理解   

営の基本と企業  ・企業経営の基礎  
A  ・企業の視点や企業文化   講義  

④霊者   
・就労支援における企業のニーズ   講義  

C事業所見学・実習   ・事業所における障害者雇用の実際   見学、実習、意見   
交換   

⑤蒜労支援の実   A就労支援機関の見学  リ＼ローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活セ ンタ一等における就労支援の実際  見学、意見交換  
Bケーススタディ   

・就労支援の全体的なプロセスの実際  
・関係機関の関わり方   

事例研究   

※これらの知言  ・スキルに関して研修を行う際には、全てを盛り込むのではなく、対象者やニーズに応じて、特に重要なもの、   
不足しているものを中心に研修プログラムを組む必要がある。また、研修を受講するだけではく、実際の支援を通じたOJT、自  
己啓発等により身につけることが必要である。  

く参考＞就労支援のみならず、障害者の支援を行う上で、重要な知識・スキル  

中項目   主な内容   研修方法   

・支援者としての心構え   
A 支援者としての自己理  講義、演習  

・相談者側の視点と様々なアプローチ法   

A カウンセリングの基本  ・傾聴等カウンセリング技法の基本   講義、演習   

B 面談手法   ・把握すべき必要な情報、記録の仕方   
・面談の際の留意点   講義、演習  

A宕ユニケ‾ションの基  ・話の聞き方、分かりやすい説明の仕方   講義、演習   

・チーム論（考えの異なる人の立場を理解し、連   
携する方法）  

B他者との関係づくリ  講義、演習  

ンテーションの方法   

Cビジネスマナー   ・企業訪問等の際の留意点、マナー   講義、演習   
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第3 一般就労に向けた支援を専門的に行う人材の育成のためのモデルカリキュラム  

1．モデルカリキュラムの考え方   

○ 専門人材のモデルカリキュラムは、第2で示した基本的な知識・スキルを踏ま  

え実践的かつ専門的な能力を身につけるため、各人材の現状や課題、役割等に応  

じて重点化を図っているとともに、専門性に応じた独自の内容も盛り込んである。  

なお、ここで示したモデルカリキュラムは現在の状況を踏まえて策定しているも  

のであり、今後、専門人材の育成状況に応じて研修内容を見直していく必要があ  

る。   

○ さらに、第1号ジョブコーチ及び第2号ジョブコーチについては、高齢・障害  

者雇用支援機構の他、厚生労働大臣が定める職場適応援助者養成研修として指定  

し養成を図っているところであるが、モデルカリキュラムを踏まえて指定基準の  

見直し等を図る必要がある。  

2．就労支援員（就労移行支援事業者に配置）  

（1）現状と課題   

○ 就労移行支援事業者は、就労を希望する障害者に対して、生産活動等の機会を  

通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等のサービスを提  

供する役割を担う。就労移行支援事業者に配置される就労支援員は、サービス管  

理責任者が策定する個別支援計画に基づいて、サービスを利用する障害者に対し  

て、関係機関と連携しながら求職活動や職場定着支援等を行うことが本来の業務  

とされている。   

○ 就労支援員には特段の資格要件は求められておらず、調査によりその状況をみ  

ると、他の専門人材と比較して若年層が多く障害者支援経験が少ない者も多い。  

また、障害者の就労支援経験が3年未満である者が8割弱と多く、就労支援員か  

らは就労支援業務に必要な基本的な知識やスキルが不足しているとの意見が多  

い。   

○ 就労支援員の業務量から日頃担っている職務をみると、施設内の作業指導に従  

事している傾向が強く、本来の業務である関係機関と連携した就労支援業務を行  

っている者の割合は少ない。また、この傾向は障害者の就労支援経験の少ない者  

ほど顕著である。これは他の職員との間で明確に職務が区分されていないこと、  

就労支援員の本来の業務を理解していないこと、さらには本来の業務を担うため  

に必要な知識やスキルが身に付いていないこと等が要因になっていると思われ  

る。   

○ 就労移行支援事業者の多くが移行支援事業開始とともに障害者の就労支援を  

開始していることから、事業者にもノウハウが蓄積されておらず、職場のOJT  
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を通じて就労支援の知識やスキルを身につけることは難しいと想定される。  

○ 関係機関と連携して就労支援を担う就労支援員の役割は重要であることから、   

早急に就労支援員向けの統一的な研修を整備し、就労支援に必要な基礎的な知   

識・スキルや関係機関との連携に関する実践的なノウハウを身につけることので   

きる機会を提供することが必要である。  

（2）役割1必要な能力   

○ 就労支援員は、障害者が施設内の準備訓練を通じて一般就労に移行し職場に適  

応できるよう施設内外の人材と連携しながら支援を行う。障害者と密接に関わる  

中で支援をしており、一般就労に移行するために必要な職業準備性や作業遂行能  

力などがどの程度備わっているのか把握できる立場にある。このため、関係機関  

との連携による就労支援を行うに当たって、障害者の障害特性や職業生活を送る  

上での配慮すべき事項や課題等を把握し、必要に応じて連携先に伝えることが求  

められる。  

（3）モデルカリキュラム   

○ 就労支援員のモデルカリキュラムについては、サービス管理責任者の策定する  

支援計画に基づき就労支援業務を行う現場の第一線で支援を行う担当者として  

の業務を行うレベルを想定している。   

○ 具体的なモデルカリキュラムについて、【資料4】「就労支援員のモデルカリキ  

ュラム」（次ページ参照）により示した。  
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【資料4】就労支援旦の研修モデルカリキュラム   

①研修の概要  

対象者   就労移行支援事業者の就労支援員   

研修時間  15時間程度   

受講者数  20人程度   

研修のねらい  就労支援員としての業務に必要な知識等を習得し、関係機関との連携に関する実践   ノハ 
的なウウを習得する。   

②カリキュラム  

・職業準備性の考え方、働くことの意味について  

職業準備性と就労   ・一般就労にむけた課題の把握、就労移行支援の留意事項  講義 演習 グル 2～4   

ープ討議  オリシ●ナル   

・就労移行支援のためのチェックリストの利用方法   

障害特性と職業的  ・障害別の障害特性と職業的課題、就労支援上の留意事項  講義   1■－2  1c   
．＝＝さ三   等   

・障害者雇用の現状  就労支援に関A  

障害者雇用施策の    ・障害者雇用対策、各種制度の概要   
概要と労働関係法  講義   る制度   

1～2  

規の基礎知謀   
・労働基準法、最低賃金法等の労働関係法規の概要  

就労支援に関B  
る制度   

・地域の就労支援機関と役割の紹介  3関係機関の役A  
地域の就労支援機   ・地域の関係機関における自らの役割の理解   ・連携   

関とネットワークの  講 2・、■3  

活用   
＿  

・地域のネットワークの在り方  3関係機関の役8  
・地域の支援機関との連携事例の報告（グループ討議）   ・連携   

・企業経営の基礎や企業の視点  4寄者A  
用  

企業における障害 者雇用の実際   ・企業における障害者雇用の考え方  講義   1．5～2．  
見学  5   

・障害者雇用の現場見学  4寄者c   

・就労支援の一連のプロセスを含むモデル事例のケースス  
タディ  

ケースから学ぶ就 労支援プロセスの 実際    （就労支援のプロセスを網羅し、かつ就労支援員の役割が  ケーススタ  2～4  就労支援の実B   よくわかる典型的な事例を通じ、支援の流れと各支援内容、  
制度の活用の仕方、就労移行支援事業の役割、関係樅関  
の連携の仕方等を学ぶ）   

※r共通基盤との対比jにおいて、資料3で示した項目に対応する内容を示した。「オリジナル」とは、就労支援員の役割や専  
門性に応じて付加した内容である。  
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2．就業支援担当者（障害者就業・生活支援センターに配置）  

（1）現状と課題   

○ 障害者就業・生活支援センターは、就労支援と生活支援を一体的に行う身近な  

地域の就労支援機関として着実に実績を上げており、現在は全国に206箇所設置  

されているが、平成23年度までには全ての障害保健福祉圏域に設置することと  

されている。また、センターに配置されている就業支援担当者は、一般就労を希  

望する障害者のアセスメントを始め、地域の様々な関係機関と連携しながら就労  

支援をコーディネートする業務を担っている。   

0 1センターあたりの就業支援担当の体制は、これまで就業支援担当者を全国一  

律2名配置してきたが、平成20年度より支援実績等を勘案して実施体制を充実  

しているところであり、現在では各センターに1名の主任就業支援担当者及び1  

～3名の就業支援担当者を配置しているところである。他に、生活支援担当者が  

1名配置されている。   

○ 地域全体の就労支援サービスの調整を始めとして様々な支援を行うことや、多  

数の関係機関が連携してきめ細かい支援を必要とする求職希望者が増えている  

こと、障害者の一般就労が進んでいく中で職場への不適応や生活上のトラブルが  

多く発生することが予想されることから、生活面及び就業面における支援ニーズ  

を酌み取り、必要な関係機関と連携して一体的に支援を行うセンターの役割が  

益々重要になってくる。   

○ 全ての障害保健福祉圏域に設置を進める中で地域格差が生じないよう質の高  

いサーービスを確保していくためには、就業支援担当者への統一的な研修が重要で  

ある。さらに、調査によっても、就労支援に関する実践的なノウハウや知識、企  

業に関する情報や支援ノウハウが不足しているといった就業支援担当者の実情  

もみえ、地域におけるセンターの役割を果たしていくためには、幅広い知識や新  

たな支援技法を習得するとともに、様々な課題を解決する能力を身につけること  

が必要であり、センター業務の経験を積んだ者に対して、実践的なスキルを磨く  

ための研修が必要である。   

○ さらに、平成20年度よりセンターの業務管理を担う者として設置した主任就  

業支援担当者を対象に、就業支援担当者が行う支援内容・方法に対する指導、助  

言等を通じた部下の育成、支援計画の策定やアセスメント等のケースマネジメン  

トを担う等、センター業務のマネジメント的側面に主眼をおいた研修が必要であ  

る。   

○ また、センター業務においては、様々なケースを扱い解決すべき課題も多様で  

あることから、地域を越えて支援事例を共有し、自らの支援方法を振り返ること  

や、問題解決の糸口をつかむ機会が必要であり、例えば、事例発表やグループ討  

議を中心にした担当者同士が支援技術を磨くための経験交流会等は非常に有効  
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である。  

（2）役割・必要な能力   

■  

○ 就業支援担当者は地域の就労支援において幅広い役割を担い、就労支援の全て   

のプロセスを理解する必要があるとともに、障害者の状況を本人や支援者から的  

確に把握し、ハローワークや事業所に対して障害の特性や必要な配慮、不適応の  

予兆等を分かりやすく伝えることが求められる。また、単独で支援をすることよ  

りも関係機関と連携しながら支援を行うことが求められる。   

○ 主任就業支援担当者は、障害者の支援ニーズを踏まえて就労支援計画を策定す  

るとともに、支援の進捗状況を把握し就業支援担当者の指導を行う。また、就労  

支援に必要な機関との関係を構築する役割を担う。一方、就業支援担当者は、主  

任の指導の下で、関係機関との連絡・調整を行いながらサービスを提供する役割  

を担うことが求められる。   

○ 就業支援担当者には地域の障害者の実情や社会資源に精通し、障害者の多様な  

ニーズを的確に捉えてどの機関とどのように連携するのか、どう分担するのか、  

福祉や雇用に関する正確な知識とアセスメント、コミュニケーション、コーディ  

ネート等の実践的なスキルが求められる。さらに、主任就業支援担当者にはこれ  

らに加えて管理者としての役割の理解、地域のケアマネジメントを担うためのス  

キル、指導力が必要となる。  

（3）モデルカリキュラム   

○ 就業支援担当者のモデルカリキュラムについては、主任就業支援担当者等の上  

級者の策定する支援計画に基づき就労支援業務を行う現場の第一線で支援を行  

う担当者としての業務を行うレベル、さらに、支援経験を積んだ後、新たな支援  

技法や課題解決力等を身につけ、実践力の高い者として育成するレベルを想定し  

ている。   

○ 主任就業支援担当者のモデルカリキュラムについては、センター業務の管理者  

として、就労支援計画を策定し担当者の行う支援の指導・助言、関係機関との連  

携体制の構築等を担うことができるレベルを想定している。   

○ 具体的なモデルカリキュラムについて、【資料5】「就業支援担当者のモデルカ  

リキュラム」（次ページ参照）により示した。  
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【資料5】就業支援担当者の研修モデルカリキュラム   

1．就業支援担当者研修   

①研修の概要  

対象者  新任の就業圭援坦当書   

研修時間  20時間程度   

受講者数  50人程度   

障害者就業・生活支援センターの業務に必要な知識等を習得し、関係機関との連携も  
研修のねらい     含めた就業支援の全体像、職リハに関する基本的なノウハウを習得する。   

②カリキュラム  

・知的障害・発達障害の障害特性と隠美的課題   

・就労支援のプロセスと就業支援担当者の役割  

・アセスメント方法  
・障害者就業・生活支援センターにおけるケアマネジメントの実際   

※「共通基盤との対比」において、資料3で示した項目に対応する内容を示した。「オリジナルJとは、就業支援担当者の役割  
や専門性に応じて付加した内容である。  
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2．就業支援スキルアップ研修   

（D研修の概要  

対象者   障害者就業・生活支援センターにおいて3年程度の実務経験を有する者   

研修時間   25時間程度   

受講者数   30名程度   

研修のねらい   
障害者就業・生活支援センターの支援に必要な技法等の理論と実践を習得する  
とともに、自らの支援を振り返り、受講者独自の課題改善に向けた取組を促す。   

②カリキュラム  

ケースから学ぶ障害者就業・生  受講者の支援事例によるケーススタディを行い、支援の振り返りと  ケーススタ   6～7  活支援センタ 
ーの支援の実際  課題の共有を行う。   ディ   

支援の現状と課題   受講者のバズセッションにより支援の現状を振り返り、受講者各  グループ討議   4  
自が今後の課題改善について考える。   レポート作成   

3．主任就業支援担当者研修   

（む研修の概要  

対象者   新任の主任就業支援担当者   

研修時間   12時間程度   

受講者数   30名程度   

研修のねらい   
主任就業支援担当者として必要な知識・技術を習得するとともに、業務の管理者  
としての役割を理解する。   

（診カリキュラム  
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2．第1号ジョブコーチ  

（1）現状と課題   

○ 第1号ジョブコーチは高齢・障害者雇用支援機構及び厚生労働大臣指定の養成  

研修により育成を図っているところであるが、第1号職場適応援助者助成金の支  

給対象となっているジョブコーチは651人（平成20年11月末現在）となって  

いる。   

○ 調査によれば、専任のジョブコーチとして配置されている者の割合は16．  

2％と少なく、他の業務と兼務している場合もジョブコーチ業務の比率が2割以  

下である者の割合が4割強であるなど、養成研修修了後にジョブコーチとして経  

験を積む機会が少ないのが現状である。   

○ また、雇用形態をみると、専任又はジョブコーチ業務の割合が多い兼任の者ほ  

ど正社員以外である割合が高くなっており、ジョブコーチとしての職種が十分に  

位置付けられていないことが想定される。   

○ ジ ョブコーチ経験年数と支援内容を比較すると、経験年数が少ない者であって  

も本人への集中支援、支援ツールの作成、フォローアップといった職場適応援助  

の基本部分は自ら行っている（行える）のに対し、支援計画の作成、事業所内の  

調整、．ケース会議の調整、関係機関との調整といった幅広い知識や経験を要する  

ジョブコー チ業務は、5年以上の経験者においても指導を受けなが ら行っている  

者が多いことが伺える。  

○ 今後、ジョブコ ーチを引き続き養成していくとともに、ジョブコ ーチとしての  

スキルを上げ活躍の場を拡げていくためには、障害者と職場双方に対するアセス  

メント、支援計画の策定、職務再設計等事業所との調整といったジョブコーチ支  

援全体のマネジメントに当たる業務や経験の少ないジョブコーチへの指導がで  

きる能力を持ったジョブコーチを育成する必要があり、養成研修修了後ある程度  

経験を積んだ者に対して実践力を強化するためのスキルアップ研修が必要であ  

る。  

（2）役割・必要な能力  

○ 障害者が働く企業に出向いて、新しい仕事の作業工程等を短時間で理解し、障  

害者の能力等に照らして与えられた仕事を遂行できるよう教えるとともに、職場  

に適応し易いように環境調整を行うことが職務の基本となる。  

○ 特に、福祉施設等から雇用の現場に入り込んで支援を行うことから、現場の雇  

用管理に関する基礎知識、当該事業所の状況・制度を正確に理解し、支援対象者  

に応じた雇用管理について企業と調整・相談できるスキルが重要になる。  

○ また、経験の少ないジョブコーチに対する指導レベルの人材には、ジョブコー  

チ支援全体のマネジメントのできる高いスキルを持ち、ジョブコーチ支援に関し  

て適切な助言・指導ができる能力が必要である。  
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（3）モデルカリキュラム   

○ 第1号ジョブコーチのモデルカリキュラムについては、上級者の策定する支援   

計画に基づき現場の第一線で支援を行う担当者としてレベル、さらには、支援経   

験を積んだ後、自ら支援計画を策定し、担当者の行う支援の指導・助言、事業主  

との調整・助言、関係機関との連携体制の構築等を担うことができるレベルを想  

定している。   

○ 具体的なモデルカリキュラムについて、【資料6】「第1号ジョブコーチのモデ  

ルカリキュラム」（次ページ参照）により示した。  
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【資料6】第1号ジョブコーチの研修モデルカリキュラム   

1∴第1号ジョブコーチ養成研修  

（D研修の概要  

対象者   
職場適応援助者としての知識、技能を習得したい人で、障害者の就労支援に携  
わっている人又はこれから携わる予定の者   

研修時間   42時間以上   

受講者数   20～50人程度   

研修のねらい   
職場適応援助者として、支援計画に基づき実際の支援を行うための必要な知識・  
スキルを習得する。   

‘②カリキュラム（【共通】：1号・2号の共通の科目、【1号】：1号のみの科目）  

支援記録の作成【共通】  ・支援記録の作成方法と活用方法   

地域における関係機関の役  ・雇用、福祉、教育等地域の関係機関の役割   
割とネットワークの活用【共   ・関係機関の役割分担と連携のあり方  
通】  

・ケアマネジメントの理念   
ケアマネジメントと職場定着  
のための生活・家族支援【共  
通】   ・家族への支援の考え方と方法  

・職業生活支援における事業主の役割と関係機関との連携   

支援の実際【共通】   じ、支援の方法を学ぶ   
（必要に応じて、1時間程度の事前指導を行う。）  
・事業所実習  

事業所における職場適応援 助者の支援の実際【共通】    ・事業所における雇用管理の理解   

・事業所のアセスメント演習  
・仕事の伝え方、職務分析等の実習  

※「共通基盤との対比」において、資料3で示した項目に対応する内容を示した。「オリジナル」とは、第1号ジョブコーチの役割や専門  
性に応じて付加した内容である。  

－21－   



2．第1号ジョブコーチ・スキルアップ研修  

①研修の概要  

職場適応援助者として活動しており、ジョブコーチとしてのさらなるスキル  
対象者  アップを目指す者（目安として、240日程度のジョブコーチ支援経験がある  

者）   

研修時間   12時間程度   

受講者数   20～30名程度   

経験の少ないジョブコーチへの支援ノウハウの伝達、指導（スーバーバイ  

研修のねらい  ズ）、支援計画の策定等ジョブコーチ支援全体のマネジメントを行うための  
必要な知識・スキルを習得する。   

②カリキュラム  

二繁■室‡≡；≡≡ ー÷1；㌔・：・示＝＝；   

こ莞ン㌻苓プ       ケ’へ ＜ 

アセスメントと支援計画の 策定【1号】  ・支援計画策定のためのアセスメントの方法   講義・演習  2′・′4  

・支援の進捗状況の管理   

職務の再設計と作業改口  ・職務の切り出しと作業改善の理論と方法   
【共通】   ・参考事例   

講義・演習  2′〉3  

スーパーバイズ・コーチン  ・支援の進捗状況の管理   
グ【共通】   ・経験の浅い職場適応援助者に対する指導方法   

講義・演習  1■〉2  

・ジョブコーチ支援事例の検討と自らの支援の振り返り   
ケーススタディ【共通】  

・課題の共有   
事例検討  2′－3  

就業支援ネットワークの構  ・地域における就業支援の機関との連携、支援の現状と課  意見交換  2′・′3  の1  
築と支援課題【号】  題   

⊂
 
 
 



4．第2号ジョブコーチ  

（1）現状と課題   

○ 第2号ジョブコーチについても第1号ジョブコーチと同様に高齢・障害者雇用  

支援機構及び厚生労働大臣指定の養成研修により育成を図っているところであ  

るが、第2号職場適応援助者助成金の支給対象となっているジョブコーチは現時  

点で、43人（平成20年11月末現在）となっている。   

○ 調査をみると、第2号ジョブコ ーチを配置している事業所の5割弱が特例子会  

社となっている。また、事業所の平均をみると、雇用障害者数は34．5人、障  

害者の就労支援業務を行っている者は8．3人、うちジョブコーチは1．8人と  

なっており、雇用障害者が多く支援担当者も手厚く選任されている状況がみられ  

る。   

○ 第2号ジョブコーチは、全て正社員となっているが、専任の割合は7．7％、  

兼務の場合もジョブコーチ業務の比率が2割以下である者の割合が5割強であ  

るなど、業務量に占めるジョブコーチ業務の割合は低い状況である。   

○ 第2号ジョブコーチは、他の専門人材に比べて、ジョブコーチも含め障害者の  

就労支援経験が長く、また、障害者支援に必要な知識・スキルは研修や講習に参  

加して習得している場合も多く、支援ノウハウは蓄積されている状況にある。  

○ 第2号ジョブコーチの活用方法として、障害者を多数雇用する企業において社  

員にジョブコーチ支援を始めとする障害者支援の知識やノウハウを習得させ、障  

害者の雇用管理に役立てている状況がみられる。  

○ 中小企業と比較して雇用障害者に占める身体障害者の割合が多い大企業は、率  

先して知的障害者、精神障害者等の雇用管理にきめ細かな配慮や専門的なノウハ  

ウを必要とする者の雇用促進に取り組む必要があり、障害者の雇用管理を担当す  

る者に対して、第2号ジョブコーチとして支援ノウハウを習得させることも有効  

であると考えられる。  

○ さらに、雇用した障害者を企業自らが支えることができるよう引き続き第2号  

ジョブコーチを育成していくとともに、従業員の配置等の雇用管理に責任を持つ  

管理職層に対して、障害者をナチュラルサポートの観点から恒常的に支援できる  

ような職場環境の整備等を行うノウハウを習得できる研修が必要である。  

（2）役割・必要な能力   

○ 自らの事業所内において障害者のための職場適応援助を行うことから、支援対  

象者の障害特性や作業遂行能力等雇用管理に必要な情報を関係機関から的確に  

収集し、また本人の状態像を的確に捉え、与えられた仕事の行程を分かりやすく  

教えることが職務の基本となる。   

○ また、事業所内において障害者の特性に応じた職務とのマッチングを図ること  
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や、新たな職務の切り出しなどを担うことが期待される。  

（3）モデルカリキュラム   

○ 第2号ジョブコーチのモデルカリキュラムについては、上級者の策定する支援  

計画に基づき現場の第一線で支援を行う担当者としてのレベル、さらには、支援  

経験を積んだ後、自ら支援計画を策定し、担当者の行う支援の指導・助言、事業  

所内での障害者の雇用管理、事業所内での職務の切り出しなどを行うレベルを想  

定している。   

○ 具体的なモデルカリキュラムについて、【資料7】「第2号ジョブコーチのモデ   

＼ルカリキュラム」（次ページ参照）により示した。   



【資料7】第2号ジョブコーチの研修モデルカリキュラム   

1．第2号ジョブコーチ養成研修   

①研修の概要  

l象者   
職場適応援助者としての知識、技能を習得したい人で、障害者の就労支援に携  
わっている人又はこれから携わる予定の者   

隆時間   42時間以上   

読者数   20～50人程度   

のねらい   
職場適応援助者として、支援計画に基づき実際の支援を行うための必要な知識・ス  
キルを習得する。   

②カリキュラム（【共通】二1号・2号の共通の科目、【2号】：2号のみの科目）  

※「共通基盤との対比」において、資料3で示した項目に対応する内容を示した。「オリジナル」とは、第2号ジョブコーチの役割や専門  
性に応じて付加した内容である。  
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2．第2ジョブコーチ・スキルアップ研修  

（む研修の概要  

対象者   
職場適応援助者として活動しており、ジョブコーチとしてのさらなるスキル  
アップを目指す者   

研修時間   12時間程度   

受講者数   20～30名程度   

経験の少ないジョブコーチヘの支援ノウハウの伝達、指導（スーパー／くイ  

研修のねらい  ズ）、障害者の雇用管理全般のマネジメントを行うための必要な知識・スキ  

ルを習得する。   

②かノキュラム  

⇒竿：：   

ヽ十＝‘  二∴ゝ．↓  こ豆こ 照輝軒   

・障害特性別の具体的なエ夫・留意点   
様々な障害特性について  講義・演習  2′、■4  

・職務の切り出しと作業改善の理論と方法   
職務の再設計と作業改善  講義・演習  2～3  

スーパーバイズ・コーチン  ・支援の進捗状況の管理   
グ   ・経験の浅い職場適応援助者に対する指導方法   

講義・演習  1一－2  

ケーススタディ   
・ジョブコーチ支援事例の検討と自らの支援の振り返り   
・課題の共有   

事例検討  2～3  

障害者の雇用管理   ・特例子会社の運営や障害者雇用促進等の実際   
講義（企業）・   2～3  

意見交換  



第4 障害者の一般就労を支える人材の育成のために  

1．研修カリキュラム策定の考え方   

○ ジョブコーチや就労支援担当者等を対象とした研修やセミナー等を実施してい  

る高齢・障害者雇用支援機構、地方公共団体及び民間機関等、さらに、今後、障  

害者の一般就労を支える人材の育成のための研修を実施する機関は、第2で示し  

た共通の基本的な知識・スキルを習得できるようカリキュラムを策定する必要が  

ある。また、専門人材については、第1で示した研修体系に基づき第3で示した  

モデルカリキュラムに沿った研修計画を策定することが有効である。   

○ その際には、障害者の一般就労を支える人材は福祉施設での経験を積んだ者が  

多いことから、研修内容には障害者福祉のノウハウを活かし企業等への就労を目  

指す発想への転換を促すような視点、企業等で働くことの理解を促進するような  

視点が重要である。   

○ 支援の現場で様々なニーズや課題に的確な対応ができるよう即戦力として役  

立つよう、研修内容には演習や実習、他の関係機関の役割を深く理解できるよう  

な内容を盛り込む必要がある。   

○ 研修効果を上げるためには対象者の状況や支援ニーズに応じて特徴的な内容  

を追加したり、不足している部分に重点化を図る等工夫するとともに、研修機関  

がそれぞれの研修目標に沿った内容を付加することも重要である。  

2．効果的な研修のための取組   

（研修効果の検証）   

○ 研修を行う機関は、受講生が実際の支援にどの程度効果が得られたのか研修レ  

ポートを求めることや研修内容に対する満足度を把握する等、研修の効果につい  

て検証し、これらを研修内容の改善に生かしていくことが必要である。   

（研修機関への協力）  

○ また、研修を行う機関は、研修講師の育成、教材の開発等の研修技術の向上に  

取り組む事が必要であり、地方公共団体や民間機関による研修の取組を効果的に  

推進していくために、労働関係機関や高齢・障害者雇用支援機構を始め一般就労  

に向けた支援のノウハウを持つ機関は、研修内容へのアドバイスや情報提供、講  

師派遣等を通じて連携・協力することが必要である。   

（研修開催への配慮）  

○ 研修の開催に当たっては、現場で支援をしている者が受講する場合が多いこと  

から、短期間で効率的に習得できるよう研修全体の所要時間や時間配分、開催場  

所等にも配慮が必要である。  
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（研修修了後のフォローアップ）  

○ 障害者の一般就労を支える人材は、研修を修了すれば育成されるというもので   

はなく、研修で得られた知識・スキルを基礎に、他の支援者との関わりの中で支   

援の経験を積み重ねることを通じて育つものと考えられ、研修修了後も、個別ケ   

ースに対する助言・援助、ケーススタディ、経験交流会等といったフォローアッ   

プも重要である。  

（企業との連携）  

○ 研修において障害者の一般就労を理解するためには、企業側の意見や雇用の現   

場に接することが必要であることから、研修機関は、障害者雇用に積極的な企業   

や事業主団体等からの講師派遣、雇用現場の視察等の協力が得られるよう連携を   

図っておくことが必要である。  

3．人材の育成に向けた今後の課題   

（専門人材以外の人材の育成）   

○ 障害者の一般就労を支える人材を広く育成するためには、本報告書においてモ  

デルカリキュラムを示した専門人材だけでなく、他の人材についても必要な知  

識・スキル、役割等を明確にし、研修のあり方について検討を重ねていく必要が  

ある。  

（分野横断的な共通の研修）   

○ 短期間で効率的に必要な知識・スキルを習得し、実践力を身につけるには、研  

修の目的、対象者を絞った研修も効果的であるが、障害者の一般就労を支える人  

材に必要とされる共通の基本的な知識・スキルを習得するための研修は、分野・  

職種を問わず様々な人材が参加できるよう検討することも必要である。異なる分  

野や機関の担当者が同じ研修に参加する機会を通じて、お互いの立場や役割を理  

解し、地域の連帯感、共通認識を形成しネットワーク構築に役立てることができ  

るのではないかと考えられる。また、障害者の一般就労を支える地域のネットワ  

ークには様々な人材が関わっており、その裾野は広いことから、こうした幅広い  

人材も参加しやすいよう検討する必要がある。   

（能力評価のしくみ）   

○ また、障害者の一般就労を支えるための人材を育成するには、研修体系を整備・  

充実していくだけでなく、今後、そのスキルや能力を評価するしくみを検討する  

ことが必要である。さらに、専門性の高い高度なスキルを持った人材の育成のた  

めには、将来的に専門職としての資格等の認証のしくみも必要であるとの意見も  

あった。   

（就労支援のキャリア形成を踏まえた育成）   

○ 各支援機関においては、障害者の一般就労を支える人材として専門的な知識・  
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スキルを持った人材を育成していくために、積極的に外部研修に参加させる必要   

があり、各機関に就労支援のノウハウを習得した者の配置を促進するようなしく   

みが必要である。また、効果的に育成するためには研修以外にも例えば生活支援、   

施設内外での作業指導、関係機関との調整を中心とする業務、ジョブコーチ等の   

様々な業務を経験させる等キャリア形成に配慮することが必要である。また、就   

労支援の専門家として育成するためのキャリアパスについて、現状と課題を踏ま   

えながら検討をしていく必要がある。  

（大学教育における取組）  

○ 国家資格である社会福祉士の養成課程のカリキュラムにおいて障害者も含めた   

社会的弱者に対する就労支援サービスに関する内容が盛り込まれたところである   

が、積極的に障害者雇用に取り組む企業等も増加しており、高等教育期間中から   

障害者の一般就労に関する専門知識・スキルを体系的に習得し支援機関や企業等   

において障害者を支える人材として活躍できるよう、福祉関係の課程をもつ大学   

等においては、就労支援・職業リハビリテーションに関する講座、講義内容を盛   

り込むこと等について検討すべきとの意見もあった。  

（処遇のあり方）  

○ 障害者の一般就労を支える人材を育成し安定的に確保していくためには、労働   

環境の整備を図っていくことが重要である。障害者自立支援法に基づく障害福祉   

サービスの費用の額（報酬）の改訂の方向を踏まえて、障害者の福祉施設で働く   

人材の処遇について改善を図っていくことが重要である。また、障害者就業・生   

活支援センターについては業務量が増えてくる中で質の高いサービスを提供でき   

るよう国からの事業の委託のあり方について引き続き検討するとともに、ジョブ   

コーチのさらなる拡充を図るためには職場適応援助者助成金の見直しについても   

検討していくべきである。  
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〔おわりに】  

○ 本報告書において、障害者の希望や適性に応じた一般就労を実現し、働く障害   

者を支えていくための支援を担う人材に共通する知識やスキルを就労支援の共通   

基盤として位置付け、それらを整理するとともに、早急に育成する必要のある人   

材に対するモデルカリキュラムを示したところである。  

○ 支援に必要な知識・スキルは研修を受けただけではすぐに実践に活かせるとは   

限らないが、自らの役割を果たすために必要な知識・スキルを早い段階で習得し、   

関係機関との連携による障害者や事業所等に対する支援、ノ経験者からの指導・助   

言、さらには支援ケースの振り返り等を重ねていくことで知識を深め、自らの支   

援スキルを磨いていくことが重要であり、そのための環境の整備を今後とも続け   

ていく必要がある。  

○ また、支援者は必要な知識・スキルを身につけるだけではなく、障害者が働く   

職場に入って支援を行う場合、専門職として職場の他の人材からモデルとして映   

ること、もしくは支援者としてのモデルとして認識されるという自覚を持ち、自   

らの支援に責任感を持つことが大切である。  

○ 本研究会としては、様々な検討を重ね、この報告を取りまとめたものであり、   

今回提示した就労支援の共通基盤やモデルカリキュラムが、一般就労を支える人   

材を育成するための研修を予定している機関において活用され、さらに創意工夫   

のもと効果的な人材育成の取組が進められることを願うものである。   

…
・
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〔別添1〕  

関係者からのヒアリング概要  

Ⅰ．就労移行支援事業者   

ヒアリング先：社会福祉法人電機神奈川福祉センター  

川崎市わーくす大師  

・・1  

Ⅱ 障害者就業・生活支援センター  

ヒアリング先：社会福祉法人JHC板橋会  

ワーキング・トライ  

・・・・ ・2  

Ⅲ ジョブコーチ養成研修機関  

ヒアリング先：N PO法人ジョブコーチネットワーク  

■ －・・ ・4  

Ⅳ 企業、第2号ジョブコーチ  

ヒアリング先：株式会社キユーピーあい  

■・■・ ・6  

Ⅴ 研修機関  

ヒアリング先：独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構  

職業リハビリテーション部  

・・・・ ・7   



Ⅰ．就労移行支援事業者  

（ヒアリング先：社会福祉法人電機神奈川福祉センター 川崎市わーくす大師）  

1．社会福祉法人電機神奈川福祉センターの概要   

○ 産業別労働組合が母体となり、平成8年8月スタートした。障害者（主に知的障害者）   

の就労支援に特化した運営を行っていること、就職後の継続支援に力を入れていること、   

民間企業の障害者雇用の視点を重視していること、の3つの特徴がある。  

○ 訓練施設として就労移行支援事業・就労継続B型事業の多機能型事業所2カ所（就労移   

行支援事業の定員は各30人）、また相談調整機関として、県単独の就労援助センター事業  

3カ所を運営している。  

○ 職員50人（嘱託等含む）のうち、約半数は民間企業等で30年以上の経験を持つ者であ  

る。  

○ 就労支援の実績（平成19年度）：同法人の訓練育成施設から就職した者49人、法人外の   

施設や在宅から就職した者36人。在職中の定期的な巡回訪問等の相談による定着支援（相   

談支援機関が中心）464人  

2．当法人における就労支援の基本的な流れ   

○ 就労支援の流れとしては、①相談等におけるインテーク→②施設内あるいは施設外の訓   

練実習→③具体的な就労を目指した求職活動支援→④トライアル雇用等の制度を使った初   

期の職業定着支援→⑤長期の定着支援を基本としている。   

○ 就労支援にあたって心がることは、就職をゴールとするのではなく、長期の定着支援を   

重視することである。就労してからが本格的な支援のスタートであると考え、長期的に職   

場で戦力になっていく人に成長していくために何が必要かを大切にする。そのために、事   

前に職場の特徴や障害特性に対する配慮状況などの具体的な情報を得るようにしている。  

3．当法人の就労支援担当者の人材育成   

○ 就労支援担当者の育成はOJTを基本とし、育成のステップは以下のとおりである。ま   

た段階ごとに目標を作り、それに合わせた職場の配置を行っている。  

（福祉系の大学や専門学校を卒業した若年層を想定。民間企業経験者の場合も基本的には同  

じ流れだが、ステップ1では仕事の流れよりも障害者のことを十分理解してもらうことを   

重視している。）   

①ステップ1：施設内訓練の場において、受注作業の進行管理等をしながら、訓練中の障  

害者の課題について指導する方法や職員間でチームとして支援するための方法を学ぶ。   

②ステップ2：求職活動、初期の定着支援を学ぶ。利用できる制度等をまとめたマニュア  

ルも活用している。   

③ステップ3：長期的な支援を学ぶ。いろいろな課題や問題が生じるため、解決には専門  
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的な知識が必要である。また、金銭トラブル等をきっかけに職場不適瓜こなるケースな  

どもあるため、福祉の知識だけではなく、幅広い知識が必要となる。   

④ステップ∠4：インテーク時のアセスメント（就労支援担当者というよりサービス管理者  

等の業務）  

（⊃ 外部研修への参加については、業務命令ではなく、本人の自己研鐸として促している。  

（⊃ 新卒でステップ3まで至るには概ね4年かかる。育成のためのOJTは重要であるが、   

OJTができる環境を作れない法人が多い。  

4．就労支援の人材育成について   

0 従来の障害福祉サービスの対象者の中に一般就労を目指している人が少なかったため、   

障害福祉の現場では一般就労のイメージや実感を持ちにくいのが現状であるこ   

0 地域の中で就労支援の成果を上げるためには、支援の対象を絞り込むことが必要である   

が、福祉には対象者を絞り込むという発想がなかったため、簡単ではない。   

○ 人材育成は重要であるが、理念だけで終わらせないためには、制度や仕組みの中で就労   

支援に対するインセンティブが働くような仕組みをしっかり作る必要がある。  

Ⅰ 障害者就業・生活支援センター  

（ヒアリング先：社会福祉法人JHC板橋会 ワーキング・トライ）  

1．社会法人JHC板橋会の概要   

01983年に設立され、主に精神障害者の生活支援と就労支援をともに行っている複合施設  

として活動している。  

○ 小規模授産施設5カ所、区の委託事業のクラブハウス、居住援助事業のグループホーム、   

移行支援事業の社会就労センター、地域活動支援事業Ⅰ型の地域活動支援センター、障害   

者就業・生活支援センター各1カ所を運営している。  

〔）就労支援と・して、就労相談、就労準備学習会、定着支援プログラム等を行っている。相   

談申込みがあった場合、初回面接を行い、アセスメントと支援のコーディネートを行って   

いる。支援の中にはSST、毎月のOB会、グループワークなどを取り入れている。その   

他、関係機関との連絡会議、就労支援を担う者に対する様々な研修等を行っている。  

○ 当法人では、支援者同士が連携をするだけではなく、障害当事者、企業、支援者の三者   

が合同で伝え合う機会を設けることを大切にしている。  

2．ワーキングトライの支援の特徴  

○ 当法人が精神障害者を対象とした支援を行ってきたので、障害者就業・生活支援センタ   

ーワーキングトライの対象者の9割近くは精神障害者であり、最近では発達障害、高次脳  
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機能障害、てんかん等も増加の傾向にある。発達障害者等については、障害者職業センタ   

ーや発達障害者支援センターなどの専門の就労支援機関と連携を取りながら活動している。  

○ 支援実績としては、近年やや就職者数が減少している。 登録前の準備訓練が不十分なケ   

ースが増えており、登録後に要する時間が必要なため、早期の就労移行が難しくなってい   

る。  

○ 精神障害者の雇用率算定が可能となったことで、障害をオープンにして就職する方が増   

加している。 定着率は、89．3％（H18．9～H19．8就職した者28人中25人）であり、離職者   

に対しても継続的な相談を実施している。  

3．就労支援の人材育成について   

○ 当法人の就労支援の人材育成   

①人材の育成は、各事業所を研修の場として活用し、生活支援を理解した上で就労支援を  

行なうという流れにしている。   

②支援者として自己覚知、自分自身の振り返りは重要であり、SSTやピアカウンセリン  

グの学習を徹底している。毎回の総括では、業務の振り返りと同時に、自分自身の振り  

返りも行なっている。   

③様々なセミナーや研修等で講師を務める上司の話を聴き、所属部署のプレゼンテーショ  

ンの仕方を学ぶ。   

④これまで学習した支援知識や方法を活用し、新しいプログラム開発等に意欲的な人材の  

育成を目指している。   

○ 支援者及び支援機関は、働きたいと希望する障害者と向き合った時から支援が始まって   

いる。そこから、就労し、定着支援に至るまでの全プロセスを理解することが必要であり、   

部分的に学習をしても、うまくいかない。   

○ 研修は、知識や理論の詰め込みではなく、理論と同時にそれ以上の演習や実践の場での   

研修が必要不可欠である。   

○ 本来就労支援は生活支援の一部であると考えているが、長年生活支援をしてきた人たち   

の中には、就労支援に抵抗がある人もいるので、ケースカンファレンスへの参加の機会を   

設ける等により、少しでも理解を深めてもらうようにしている。  
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Ⅲ ジョブコーチ養成研修機関   

（ヒアリング先：NPO法人ジョブコーチネットワーク）  

1．NPO法人ジョブコーチネットワークの4つの事業の柱   

①ホームページでの情報発信、ウェブ事業   

②普及・啓発（ジョブコーチネットワークフォーラムとジョブコーチネットワーク会議）  

③地方セミナーー（2日間の入門的なセミナーを各地方で開催。平成20年度は8カ所で実施）  

④ジョブコーチ養成研修（平成18年度より実施。平成20年度は東京で2回、広島で1回開   

催。）  

2．当法人の職場適応援助者養成研修の概要   

0 受講者の状況   

・定員の倍以上の申込みがあるので、受講の動機、就労支援の経験年数、助成金を使う予  

定、就労移行支援事業の予定等の情報を基に選考をしている。地域バランスも考慮しつ  

つ、ジョブコ ーチが少ない 地域を優先的に選考するなどの配慮をしている。   

・第1号ジョブコー チ研修の受講希望者は、福祉・医療関係者が多く、知的障害分野が最  

も多いが、最近精神障害分野からの申込が増加している。 また、教員や企業OBなどジ  

ョブコーチとしての助成金活用が見込まれない人も含まれている。   

・第2号ジョブコーチ研修は、平成19年度から申し込みが増えはじめ、ニーズが高くな  

ってきているのを感じるr〕障害者雇用担当者のスキルアップとして受講を希望する場合  

が多い。   

○ 研修の特徴   

・豊富な演習による実践的なセミナーであること、顔の見えるネットワークをつくること、  

就労支援のスピリットを伝えていくことの3つを重視している。   

・厚生労働省のモデルカリキュラムに従ってプログラムを構成しているが、より実践的な  

内容にするため、支援のプロセスについて講義で理解し、演習で実際に模擬的な体験を  

していく流れにしている‘〕演習は小グループで、就労支援経験が豊富な者やそうでない  

者、企業担当者をあえて同じグループにして、そのダイナミクスにより研修効果を上げ  

る工夫をしている。  

3．ジョブコーチ研修の課題  

（1）大臣指定研修のモデルカリキュラム上の課題   

⊂）カリキュラム上可能なところについては、第1号と第2号を合同で研修を行っている。  

運営面のメリットだけではなく、－一緒に研修をすることにより、企業と福祉のスタッフの   

相互理解が進むというメリットも大きい。   

⊂）講義や演習など研修の実施方法の指定があるが、講義だけで習得できない内容もあるの  
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で、グループディスカッション等を柔軟に活用できるような仕組みが必要だと考える。  

（2）今後の課題  

○ 職場環境は常に変化するため、ジョブコーチの支援後も、従業員自身が障害者にきちん   

と接することができる土壌を作ることが重要である。そういったナチュラルサポートの形   

成や人と仕事のマッチングを丁寧に行うために、企業に対するアドバイスや生活面の問題   

への対応ができるようなケ｝スマネジメントなど含めた「広義のジョブコーチ」が必要で   

ある。ジョブコーチ制度が協力型から助成金制度に変わり、現在はそういった役割を含め   

たものがジョブコーチであるので、それを踏まえた研修を検討した方がいい。  

○ より長期で中身の濃い研修を期待する意見がある。ジョブコー チの専門性を高めるため   

には研修の充実は必要であるが、現行でもかなり詰め込まれたプログラムになっているた   

め、現行の制度の中では研修の時間数を増やすことは難しいだろう。  

4．就労支援の人材育成について   

○ 就労支援の基本は、障害のニーズの把握、障害者や職場のアセスメント、マッチング、   

入職時の職場適応支援、継続的なフォローアップ、企業の中で起きる問題や生活面のフォ  

ローアップに対するマネジメントである。職種によって業務の守備範囲は異なるが、その   

部分だけを教えても機能しない。まず全体の理解が必要であり、その中で自分がどこを担  

当するか理解し、必要な専門性を深めることは次のステップである。   

○ 所属機関に戻ってから、研修で学んだことを活かしきれずに埋もれてしまう場合がある。  

支援機関の中には毎年ジョブコーチ研修に送り出す所があるが、複数配置をすることによ  

り学んだことを組織内で共有し、上手く活用できるようになるのではないか。   

○ 研修後にジョブコーチとして活躍している人が多くない理由として、異動や労働条件等  

の問題が挙げられる。就労支援の専門職として仕事を続けられる環境整備が必要であろう。   

○ 就労支援の人材育成のためには、障害者職業センターの役割は非常に重要である。一方   

で、福祉施設の職員の人材養成で大切なことは、福祉分野で就労支援を行う困難さを理解  

し、どう工夫して乗り越えていくのかを伝えることである。最終的には福祉施設自身が指   

導者側になることが、全体の底上げには効果的であるため、できるだけ早期に実現するよ  

う、職業センターによるアドバイスや講師派遣等の連携・協力が必要である。  
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Ⅳ 企業、第2号ジョブコーチ   

（ヒアリング先：株式会社キユーピーあい）  

1．株式会社キユーピーあいの概要   

○ キューピー株式会社の特例子会社として、2003年12月に事業開始。2008年7月時点   

の従業員数は53人。うち障害者の数が32人（雇用率カウント48）で、障害種別は、肢体、   

聴覚、視覚、知的、内部、精神と、多様である。  

⊂）親会社、グループ各社の総務・庶務業務の受託業務、各種印刷・発送代行業務、ホーム   

ページ制作、名刺作成などを行っている。  

⊂）第2号ジョブコーチが3人おり、代表取締役、受託チーム、営業グループ企画チームに   

それぞれ1人配置されており、教育チームの者も今後受講予定である。   

○ 親会社のCSRの一環と地域貢献を兼ねて、外部の障害者の実習受入れを行っている。   

平成19年度は23人、平成20年度は6月末まで28人の受入れを行った。知的障害者が主   

だが、最近は精神障害者も増えてきている。  

2．第2号ジョブコーチに企業が求めるもの  

（1）第2号ジョブコーチ研修を受講した理由  

〔）ビジネスの世界では業種毎に業界用語や約束事などがあり、仕事をする上でそれらを学   

ぶことは必須であるため、障害者雇用を担当するにあたり学ぶ場としてジョブコーチ研修   

を受講した。それまでは第1号ジョブコーチ等から説明を受けても理解が難しい場合があ  

ったが、共通の知識があると理解ややりとりがスムーズになる。  

〔）社内にジョブコーチを複数配置することにより、同じ悩みを共有化し、‥一緒に課題解決  

に取り組みやすくなった。   

○ 外部研修は、仕事が忙しく参加しにくい現状がある。しかし、ジョブコーチ養成研修は   

得られるものが大きいので、研修期間は1週間と長いが、調整をして受講させている。  

（2）第2号ジョブコーチの活用方法   

○ 第2号ジョブコーチを専任にする財政的な余裕はないため、他の業務と兼務になる。企   

業としては、障害者の就労支援スキルのみならず、業務担当者としての専門性やリーダー   

の素質の両方を兼ね備えていることを求める。   

⊂）ジョブコー・ チ研修後に、修了生による研修報告の機会を設け、情報の共有化を行ってい   

る。また、外部のセミナーなどへの参加を促し、習得したものを風化させないようにして  

いる。  

3．企業内の障害者支援の状況   

○ 仕事の効率化を進めるためには、障害者の生活面については、一般社員と同様の関わり   

に留めることが必要である〕ある程度企業が生活面に関わる必要はあるが、それ以上の部  
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分については、外部の支援機関の様々な応援を求めることが重要である。  

○ 職場不適応があった場合には、まずは企業内で課題の検討を行い、企業としてこれ以上   

踏み込めない状況だと判断したら、外部の支援機関（特別支援学校や就業・生活支援セン   

ター、医療機関等）に依頼をし、連携して課題の解決をしている。  

○ 実際に、生活面の不調が原因と思われる注意力散漫や労働効率ダウンが起きており、各   

チームの担当者がフォローを行うと非常に負担が大きいため、その改善のために組織の見   

直しを検討している。社内に支援専門チームを別途設け、ジョブコーチ等の知識をもった   

者を集めて、生活面に関わる課題への対応、社員のスキルアップ等を担当する予定である。  

Ⅴ 研修機関   

（ヒアリング先：独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 職業リハビリテーション部）  

1．高齢・障害者雇用支援機構の概要   

○ 国が定めた中期目標に則って、障害者の雇用に関する研究、障害者及び事業主に対する  

支援、職業リハビリテーションに係る人材の育成などの業務を行っている。  

2．研修の実施状況（平成19年度の実績）  

（1）障害者職業総合センター   

①職業リハビリテーション実践セミナー（障害別3コース、4日間、午2回、計544名参  

加）   

②障害者就業・生活支援センター等職員研修（年5回、計164名参加）   

③発達障害者支援センター就労支援担当者等研修（年2回、計137名参加）   

④ジョブコーチ養成研修（年7回、計137孝．参加（1号131名、2号6名））  

（2）地域障害者職業センター   

①地域職業リハビリテーション推進フォーラム（全国で56回開催、計5，096名参加）   

②地域就業支援基礎講座（全国で89匝l開催、計2，335名参加）   

③ジョブコーチのペア支援（ジョブコーチ養成研修修了者のフォローアップとして更なる  

支援技術の移転を目的とし、地域障害者職業センターのジョブコーチと第1号ジョブコ  

ーチとのペア支援を実施）   

④ジョブコーチ支援事業推進協議会（第1号、第2号ジョブコーチを対象に、ケーススタ  

ディ、知識の付与のための講習等を開催）  

3．障害者の就労支援を担う人材育成の5つのコンセプト   

①福祉から雇用へという流れの中で、特に福祉機関等における人材育成に重点を置いている。   

②障害者職業総合センター研究部門における研究・技法開発の成果と、地域障害者職業セン  
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タ一における実際の支援を通じて蓄積した実践的なノウハウの双方を研修に活用している。  

③ジョブコーチ養成研修については、総合センターにおいては理論・技法の習得、地域セン   

ターにおいては実践的なノウハウ〃）習得を目的にして∬一体的に実施している。  

④地域センターーでは、事業主支援を積極的に実施しており、その実践も踏まえ、研修では、   

障害者に対する支援技法だけでなく、事業主に対する支援ノウハウや各種制度の情報を総   

合的に提供している。  

⑤受講者や受講者の所属長に対するアンケートを通じて、研修の効果やニーズを把握し、研   

修内容の見直しを行っている。  

4．高齢・障害者雇用支援機構で行う研修の最近の特徴   

①研修の受講希望者が増加している。   

②受講者の所属機関や就労支援経験〝）多様化により、研修ニーズが多様化している。   

③研修への要望としては、より実践的なスキルの付与、各地域の現場に即した研修、就労支   

援経験等のレベル別の研修、定期的なスキルアップ研修等を望む声がある。  

5．今後の就労支援の人材育成について   

○ 各就労支援機関における人材育成の取組み状況を踏まえて、外部の研修機関による多様   

な研修機会を提供すること、また 一時的な研修ではなく、連携等を通じて随時必要な時に  

人材育成に資する助言・援助が得られる機会を提供することが必要である。   

○ 就労支援機関においては、それぞれ内部的な特性（組織の特性、支援担当者のスキル等）   

と外部的な特性（地域の状況等）がある。そういった特性やニーズに応じた人材の育成が   

必要である。就労支援機関の特性等により、次の2つの方法が考えられる。   

①自ら人材育成の体制を整備し、必要な能力の開発や向上に関して自ら実施できない部分  

について外部の研修機関の研修を補完的に活用する方法   

②外部の研修機関での研修をまず基盤として組み込んだ上で、OJT等を通じて必要な部  

分を付加する方法  

6．研修機関が実施する研修のあり方  

○ 就労支援に新たに取り組む機関が増えており、また担当者の異動等も多いことから、基  

礎的な研修に対するニーズは当面増大するだろう。併せて、実践的なスキルを習得する機  

会の拡大が必要である。  

○ 多様な二・一ズに対応した研修機会の提供と基礎的な知識、支援スキルを付与する研修機  

会の拡大が求められる。就労支援の経験等に応じたスキルアップに対するニーズも今後増  

えていくだろう。  
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第1章 調査の概要   

1．調査の目的   

障害者の一般就労を支える専門人材（就労支援員、就業支援担当者、ジョブコーチ）の業務   
や就労支援に必要な知識・スキルの現状と課題を把握し、今後の人材育成のあり方についての   

検討に資することを目的として実施した。   

2．調査の対象   

調査の対象は下表のとおりである。平成20年6月末時点で、連絡先が確認できた事業所を   

対象とした。  
二＝‖†∴1   ；；；≡；：：≒守   

①就労移行支援事業者   1199カ所   

就労支援員   1事業所1人以上（1199人以上）   

②障害者就業・生活支援センター   204カ所   

就業支援担当者   450人   

③第1号職場適応援助者助成金認定法人  327カ所   
第1号ジョブコーチ   588人   

④第2号職場適応援助者助成金認定法人  24カ所   
第2号ジョブコー チ   40人   

3．調査の方法   

対象事業所に事業所用及び個人用調査票を送付し、事業所から対象個人に転送してもらい、   

それぞれ回答の上、厚生労働省障害者雇用対策課地域就労支援室あて返信をしてもらった。   

①・②については当室から、③・④については高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業セ   

ンターからメール又は郵送により調査票・回答票を送付した。   

4．調査の内容   

＜事業所＞   

○所属法人の属性（法人の形態、従業員数、実施している事業等）   

○事業所の属性（実施している事業、事業の開始時期、従業員数、利用者数等）   

○事業所の人材育成の現状と今後   

＜個人＞   

○個人の属性（性別、最終学歴、就業形態、就労経験、資格）   

○職務と能力（業務量、活用の機会、習得状況、習得方法）   

○その他（研修受講状況・受講希望、困っていること、相談先、満足度、将来展望）   

5．調査期間   

①について、平成20年7月23日（水）～8月12日（火）   
②～④について、平成20年7月1日（火）～8月1日（金）   

6．調査票の回収状況   

それぞれの対象別の有効回答数は下表のとおりである。  

顧回答数 回収率   

①就労移行支援事業者  56 7   47．3％   

就労支援員  708  

②障害者就業・生活支援センター  117   57．4％   

就業支援担当者  24 7   54．9％   

③第1号職場適応援助者助成金認定法人  209   63．9％   

第1号ジョブコーチ  3 57   60．7％   

④第2号職場適応援助者助成金認定法人  18   75．0％   

第2号ジョブコーチ  2 7   67．5％  



第2章 就労移行支援事業所   

1．就労移行支援事業所 調査結果   

（1）法人の属性  

（手法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、社会福祉法人が4   

分の3を占め、50人未満の規模が半数以上を占めた。  

【図表2－1法人の形態】（n＝565）  【図表2－2 法人の従業員数】（n＝563）  

「 

－▲一¶ 

10一－29人   

29，5％  

②法人が実施している他の事業   

就労移行支援事業以外に法人で実施している他の事業について質問したところ、就労継続支援B   

型やケアホーム等を実施している法人が多かった。なお、その他と回答をした中では、自由記述と   

して、生活介護や自立訓練などが多かった。  

【図表2－3 法人が実施している他の事業（複数回答）】（n＝564）  

r  o．0 －。．。2。．。 3。．0 40。 5。．。60．。 7。。8。．。 

就労継続支援B型  

ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム  

就労継続支援A型  

障害者就業・生活支援センター  

障害者委託訓練  

自治体単独設置の就労支援センター  

その他  

就労移行支援事業のみ  

③ジョブコーチ助成金の認定法人   

法人が第1号職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金の認  

定法人になっているか否かについて質問したところ、116  

法人（21．0％、n＝552）がジョブコーチ助成金の認定法人と  

なっていた。   

また、ジョブコーチ認定法人におけるジョブコ ーチの配  

置数は1人又は2人の所が大部分を【riめ、配置人数の平均  

は1．77人（n＝99）であった。  

【図表2－4 ジョブコーチの配置状況】  

（n＝99）  
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（2）事業所の属性   

①事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問したところ、  

平均13．2人であり、そのうち就労支援員の平均は1．43人で  

あった。また就労支援に携わっている人は就労支援員を含め、  

2．6人であり、ジョブコーチ養成研修修了者は0．3人であった。  

【図表2－5 事業所の従業員数】  

（n＝550）  

②事業所が実施している他の事業   

就労移行支援事業以外に事業所が実施している他の事業について質問したところ、約3分の2の  

事業所がB型の多機能型であった。   

【図表2－6 事業所が実施している他の事業（複数回答）】（n＝561）  

就労纏綿支援B型  

生活介護  

自立訓練  

グループホーム  

就労継続支援A聖  

地域活動支援センター  

その他  

就労移行支援事業のみ  

②就労移行支援事業を開始した時期と一般就労に向けた支援を開始した時期   

事業所が就労移行支援事業を開始した時期と一般就労に向けた支援を開始した時期について質  

問したところ、下の図表のとおりであった。また、平成18年度以降に一般就労に向けた支援を開  

始した事業所のうちほとんどが就労移行支援事業をきっかけに開始したことが見られた。   

【図表2－7就労移行支援事業を開始した時期】 【図表2－8一般就労に向けた支援を開始した時期】  

（n＝562）  
■           ■     ‾  ‾          ■  

平成18年 1  

（n＝558）  

平成元一5  
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昭和63年度  

年度  
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平成15～1  

¶ 6年度  
8．8％  

平竺；・冨㌘度  
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平成17年度  

4．7％  
平成18年度   

10．2％  
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【図表2－9 就労移行支援事業を開始した時期と一般就労に向けた支援を開始した時期】  
支撞  

H15～  H17年  H18年  H19年  H20年  
時期  
＼ 度以前  年度  年度  14年度  16年度  度   度   度   度  

555   56   21   38   63   49   25   5了   154   92  

100．0  10．1   3．8   6．8  11．4   8．8   4．5  10．3  27．7  16．6  

105   14   4   10   14   8   6   39   10   0  

100．0  13．3   3．8   9＿5  13．3   7．6   5．7  二、3才；1   9．5   0．0  

2柑   23   12   23   20   7   9   103   5  

100．0  10．5   5．5   7．8  10．5   9．1   3．2   4．1  ：＝略Q 2．3  

64   5   5   3   4   34   4  

100．0   7．8   1．6   1＿6  10．9   7．8   4．7   6．3  53ミ1 6．3  

167   14   4   10   19   16   5   7   83  

100．0   8．4   2．4   6．0  11．4   9．6   5．4   3．0   4．2  ≒≡≒＝三㍉煉辛   

③利用者の状況   

平成20年7月1日現在  
の利用者数について質問  

したところ、平均14．9  

人であり、うち知的障害  

者が約3分の2を占めた。  

30～49人 50人以上 5人未満  

【図表2－10 手Il用者の状況】  

（n＝552）  

④利用を終えた者の状況   

平成20年7月1日現在の利用を終えた者と、利用就労後の進路について質問したところ、利用  

を終えた者の平均は2．8人であり、就職者数は平均1．6人であった。全体で4割の事業所に利用を  

終えた者がおらず、5割強の事業所で就職の実績がなかった。   

【図表2－11利用を終えた者の状況】  

裏事業  利用を終えた者  就職者  

研  
n  

平均   0事業所数   平均   0事業所数  

2．8   244（43．6％）   1．6   301（53．8％）   559   

下半期   4．6   23（21．6％）   2＿7   38（35．5）   222   

上半期   3．8   57（25．6％）   2＿1   91（4l．0％）   64   

下半期   2．4   31（48．4％）   1．3   34（53．1％）   163   

上半期   0．3   132（81．0％）   0．3   13了（84．0％）   107   

就労移行支援  

開始時期  

平成柑年度  

平成19年度  

平成19年度  

平成20年度  

※就職・・・1ケ月以上の雇用契約を締結している者（週の労働時間等については特に問わない）  

全体には、就労移行支援事業の開始時期が無回答の者が含まれる（〕   

利用を終えた者の進路は右の図表のとおりであり、半数  

が就職をしていた。また、就職をした者（691人）のうち、6  

ケ月以上定着した率は72．6％（502人）、離職率は12．9％（89  

人）であった。●  

1％～5％未  

満  
7．9％   

50％～8仇  80％以上   

未満  5，9％  

【図表2－12 利用を終えた者の進路】  

（n＝1382）  

4  



⑤就労移行支援サービスの状況   

平成20年7月1日現在の利用者数に対するこれまでの就  
職者数の割合（就職率）を求めたところ、回答のあった550  

事業所の平均は11．9％であった。また、就職率が0％であっ  

た297事業所を除く事業所の就職率は右の図表のとおりで  

あった。  

【国表2－13 就職率】  

（n＝253）   

また、平成19年度の利用者について、職場実習・施設外就労、ハローワークで求職登録、トラ  

イアル雇用を行った者の人数を質問したところ、結果は下表のとおりであ？た。全体で、3割弱の  

事業所で職場実習や施設外就労、ハローワークで求職登録の経験が無く、6割強の事業所でトライ  
アル雇用の経験がなかった。   

【国表2－14 就労移行支援サービスの状況】  

就労移行軍援事業   職場実習・施設外就労  ハローワークで求職登録  トライアル雇用  

開始時期  平均   0事業所   
n  

平均   0事業所   平均   0事業所   

全体   4．4   112（28．5％）   4．8   116（29．5％）   0．9   254（．64．6％）  393   

平成18年皮下半期   5．4   25（23．4％）   5．3   32（29．9％）   1．0   64（59．8％）  107   

平成19年度上半期   4．2   60（27．0％）   4．5   寧1（27．5％）   1．0   143（64．4％）  222   

平成柑年度下半期   3．7   27（42．2％）   4．8   23（35．9％）   0．6   47（73．4％）   64   

※平成19年度途中から就労移行支援事業を開始した場合は、開始後の実績  

（3）就労支援に関わる人材育成の方針   

事業所に対し、障害者の就労支援に関わる人材の育成を①現在どのように行っているか、また②  

今後の方針を質問したところ、現在は外部研修の活用促進が中心であるが、今後の方針として、法  
人・事業所内の研修を行ったり、人事異動により必要な業務を経験させる方針があることがわかっ  

た。   

【図表2－15 人材育成の方針（複数回答）】  

0．0 10．0 20．0 30．0 40．0 50．0 60．0 70．0 80．0 90．O 100．0  

勤務時間中の外部研修・勉強会への参加を認めている  

外部研修・勉強会に参加する際に費用を補助をしている  

事業所内で研修・勉強会等を行っている  

法人内で研修・勉強会を行っている   

人事異動により就労支援に必要な業務を経験させることにしている  

就労支援に関するスキルアップに関しては個人に任せている  

最初からノウハウのある人材を登用しており（する方針なので）、  

研修等は必要がない。  

特に何もしていない／するつもりがない  

その他   



2 就労支援鼻 調査結果   

（1）本人の属性  

（む基本属性   

本人の性別・年代・最終学歴について質問したところ、男性が454人（64．3％）、女性が252人（35．7％）   

で男性の方が多く、また20代と30代が多かった。最終学歴は、大学・大学院卒が多く、福祉系以   

外の専攻の者が多かった。  

【図表2－16 年代】（n＝663）  【図表2－17 最終学歴】（n＝703）  

その他  
1．肌  中卒・高卒  

②就業形態   

本人の就業形態について質問したところ、正社員が多か  

った。  

【図表2－18 就業形態】  

（n＝705）  

③就労経験   

これまでの就労経験について質問したところ、障害者支援経験が5年以Lの者が半数近くいた一  

方で、障害者就労支援が3年未満の者が8割弱であった。  

【図表2－19 就労経験】  

【  
0％   10％   20％   30％   40㌔   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

障害者就労支援（n＝623）  

うち就労支援員（n＝609）  

うち就業支援担当者  
（n＝430）   

障害者支援経験（nニ613）  

企業等での経験（n＝559）  

【 「  
弓ロ10年以上  

□5年～10年未満1   

．ニ．  
81年未満  

臣口経験はない   
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④資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  

たところ、現在は特に資格がない者が最も多く、資格の中では社会福祉士を持っている者が多かっ  

た。また、その他の自由記述として、社会福祉主事、介護福祉士、ヘルパー2級等が多かった。   

今後としては、職場適応援助者養成研修の受講の希望が最も高く5割弱おり、社会福祉士の資格  
取得希望も4割程度あった。   

【図表2－20 資格（複数回答）】  

10．0  20．0  30．0  40．0  50．0  6q＿0  

社会福祉士  

精神保健福祉士   

職場適応援助者（シ●】フ▲コーチ）養成研修修了  

産業力ウンセラー  

作業療法士  

臨床心理士・臨床発達心理士  

キャリアコンサルタント  

その他  

特になし  

⑤仕事の満足度   

仕事の満足度について質問をしたところ、総合的な満足的に7割の者がやや満足か満足しており  

仕事の内容やコミュニケーション面で満足している割合が高い一方で、報酬と能力スキルの向上に  

ついては、満足している割合が低かった。   

【図表2－21仕事の満足度】  

0％ 10％ 20，i 3仇 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％100％  

、仕事の内容・やりがい（n＝697）  

仕事の報酬くn＝694）   

職場の管理者一上司との人間関係、コミュニケーション  
（n＝693）   

職場の同僚との人間関係、コミュニケーション（n＝696）  

能力スキルの向上（n＝693）  

総合評価（n＝685）  

⑥将来展望   

5年後の将来展望について質問をしたところ、  

半数近い者が現在と同じ仕事をしていると回答  

しており、また就労支援を含め障害者支援の分  

野で仕事をしていると回答した者は全体の4分  
の3であった。  

仕事はしてい  その他  

今と同じ仕事  

をしている   446％  

今とは異なる  
が障害者の就  
労支援の仕事   
をしている  

12．3％  

【図表2－22 将来展望】  

（n＝63）し  



（2）職務と能力・スキル   

①就労支援業務の業務量   

就労支援員として活動する場合の業務量について質問をしたところ、結果は下表のとおりとなっ   

た。施設内作業指導が最も多く、次いで、職業能力等のアセスメント、生活面に関わる支援であっ   

た。概して、求職活動や求人開拓、定着支援に関する業務の業務量が少なかった。   

【図表2－23 就労支援業務の業務量】  

「：：車重亘ら  ロやや多い  ロほどんどない  ロ全くない  

0ヽ   tOヽ  20ヽ  30ヽ  40ヽ  50ヽ  60ヽ  ？0ヽ  80ヽ  90ヽ 100ヽ  

施設内での障害者に対する作業指導（n＝700）  

障害者の職業能力・適性の把握（アセスメント）（n＝700）  

施設を利用する障害者の生活面に関わる支援（n＝70り  

就労支援計画の作成（n＝702）  

施設内での作業に関わる品質管理、受注、  

納品等の業務（n＝701）  

ケア会議、ケース会議等への参加（n＝703）  

家族との連絡調整（情報提供、相談等）（∩＝701）  

基礎訓練、職業準備訓練、隈場実習等のあっせん（n＝699）  

職業相談n＝699）  

職場実習先での支援、実習の付き添い（∩＝701）  

面接練習や履歴書の作成等の支援（n＝702）  

事業主に対する障害者の特性に関する助言（n＝698）  

地域における就労支援機開との連携・  
支援ネットワークづくり（n＝702）  

障害者に対するハローワークヘの同行（∩＝701）  

自主的な求人・実習先の開拓（民間の求人情報の  

収集、企業訪問等）（n＝699）  

就職後のフォローアップとしての職場訪問（∩＝694）  

ハローワークでの求人検索（∩＝702）  

就労支援サービスを提供する障害者の確保（∩＝490）  

事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言（∩＝697）  

就職した障害者に対する生活面に関わる支援（∩＝696）  

職場適応支援（ジョブコーチ支援）（∩＝693）  

ハローワーク職員との同行求人開拓（n＝698）  
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＜就労支援経験別の業務量＞   

就労支援員から、就労支援の経験により「1年未満（n＝249）」、「1～3年（n＝228）」、「5年以上（n＝98）」  

の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援業務の業務量について「業務量が多い」又は「やや多い」と回答した者の割合の集計をし  

た結果は下表のとおりである。経験が浅い者は施設内作業指導や生活面に関わる業務を多く行ってお  
り、経験が長い者は、職業能力等のアセスメントや就労支援計画の作成、職業相談、家族との連絡調  

整等を行っていた。求職活動や定着支援についても、経験が長い者は業務が多いと回答していた。   

【図表2－24 就労支援経験別の就労支援業務の業務量】  

年未満  臼就労支援1～3年  ロ就労支援5年以上  

0．0  10．0   20．0   30．0   40．0   50．0   60．0   70，0   80．0   90．0  

施設内での障害者に対する作業指導  

施設内での作業に関わる品質管理、  
受注、納品等の業務  

障害者の職業能力・適性の把握  
（アセスメント）  

就労支援計画の作成  

施設を利用する障害者の生活面に  
関わる支援  

l鼓場実習先での支援、実習の付き添い  

ケア会議、ケース会議等への参加  

家族との連絡調整（情報提供、相談等）  

職業相儲  

面接練習や履歴暮の作成等の支援  

障害者に対するハローワークヘの同行  

基礎訓績、職業準備訓練、臨場実習等の  
あっせん  

地域における就労支援機関との連携・  
支援ネットワークづくり  

職場適応支援（ジョブコーチ支援）  

／ヽローワークでの求人検索  

自主的な求人・実習先の開拓（民間の  
求人情報の収集、企業訪問等）  

就職後のフォローアップとしての職場訪問  

事業主に対する障害者の特性に関する助言  

事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言  

ハローワーク職員との同行求人開拓  

就労支援サービスを提供する障害者の確保  

就陰した障害者に対する生活面に関わる支援  

了T   



②就労支援知識・スキルの活用の機会   

就労支援員として活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのくらい活用する機会がある  

か質問したところ、結果は下表のとおりとなった。障害特性や職業的課題、作業指導や障害者福祉に  
関する知識・スキルを活用する機会が多い一方で、求人開拓や定着支援に関する知識・スキルはあま  

り活用する機会がないという結果が見られた。  

【図表2－25 就労支援知識・スキルの活用の機会】  

、】 

「麺≒垂二車重亘奏す二車重奉享亘二二亘車重コ  

0ヽ  10ヽ   20ヽ   30ヽ   40ヽ   50ヽ   60ヽ   70ヽ   80ヽ   90ヽ  100ヽ  

障害特性に関する知書誌（n＝694）  

施設内での作業指導に関する知抜・スキル（n＝686）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識（n＝690）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）（n＝692）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル（n＝688）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝688）  

企業に関する基礎知舌鼓（n＝69り  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝680）  

隠業相談に関するスキル（n＝685）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  

マッチング支援を行う知識・スキル（n＝690）   

他の関係機関との連携・調整を行う知蓋哉・スキル（n＝680）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する法律  
・制度に関する知識（n＝685）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル（n＝692）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝686）  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝688）  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル（n＝688）  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル（n＝685）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル（n＝685）  
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＜就労支援経験別の就労支援知識・スキルの活用の機会＞   

就労支援員から、就労支援の経験により「1年未満（n＝249）」、「1～3年（n＝228）」、「5年以上（n＝98）」  

の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援知識・スキルの活用機会について「非常にある」と回答した者の割合を集計をした結果は  

下表のとおりとなった。経験が高くなるにつれ、全般的に就労支援の知識・スキルの活用機会が多く  

なっていた。   

【図表2－26 就労支援経験別の就労支援知識・スキルの活用の機会】  

ロ就労支援1年未満  口就労支援1～3年  □  

0．0   10．0   20月  30．0   40．0  501）   60．0   70．0   80．0  

施設内での作業指導に関する知識・スキル  

障害特性に関する知識  

就労支援計画の策定に関するスキル  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

障害者雇用促進法・雇用制度に蘭する知識  

職業相談に関するスキル  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル  

企業に関する基礎知識  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する知識・  
スキル  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

障害者求人の開拓や職域開発に関する知識・  
スキル  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識tスキル  

職場の雇用管理に関する基礎知識  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  
障害者の職場定着支援を行うスキル  
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③就労支援知識・スキルの習得状況   

就労支援員として活動する上で、就労支援に関する知識・スキルは自分にどのくらい備わっている  

かについて質問したところ、結果は下表のとおりとなった。施設内での作業指導や障害特性に関する  

知識については知識・スキルがあると回答している一方で、それ以外の項目については半数以上が少  

し不足か不足していると回答した。   

【図表2－27 就労支援知識・スキルの習得状況】  

1  

ロある   B少しある   □少し不足   ヲ▲竺竪」  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

施設内での作業指導に関する知識・スキル（n＝6鋼）  

障害特性に関する知識（n＝690）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識（n＝688）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知隋・スキル（n＝69り  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）（n＝690）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル（∩＝685）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝683）  

職業相談に関するスキル（∩＝687）  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル（n＝683）  

企業に関する基礎知識（∩＝689）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチ：ング支援を行う知識・スキル（n＝69り  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知識（n＝686）  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル（∩＝687）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝682）  

（就職後の）障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル（n＝68り  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝691）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（∩＝688）  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル（n＝692）  

II B ・   
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＜就労支援経験別の就労支援知識・スキルの習得状況＞   

就労支援員から、就労支援の経験により「1年未満（n＝249）」、「1～3年（n＝228）」、「5年以上（n＝98）」  

の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援知識・スキルが自分に備わっているかについて「ある」又は「少しある」と回答した者の  

割合を集計した結果は下表のとおりとなった。経験が浅い者は施設内作業指導と障害特性に関する知  

識・スキルが不足している一方で、経験が高くなるにつれ、全般的に就労支援の知識・スキルの修得  

度は上がるが、求人開拓や定着支援に関しては、経験が長い者でも半数以上が不足していると回答し  

ていた。   

【図表2－28 就労支援経験別の就労支援知識・スキルの習得状況】  

ロ就労支援1年未満  臼就労支援1－3年  口就労支援5年以上  

0．0  10．0  20．0  30β  40．0  50．0  60．0  70．0  80．0  90．0 1（X）．0  

施設内での作業指導に関する知識・スキル  

障害特性に関する知鼓  

企業に関する基礎知識  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する知識・  
スキル  

職場の雇用管理に関する基礎知識  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知識  

就労支援計画の策定に関するスキル  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

職業相談に関するスキル  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル  

障害者求人の開拓や職域開発に関する知識・  
スキル  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル  

13   
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④就労支援知識・スキルの習得方法   

就労支援員として活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのように身につけたか最も効  

果的な手段について質問したところ、全般的に「仕事を通じて」と回答した者の割合が多かったが、  

障害者福祉、障害者雇用制度、労働関係法規等については「研修や講習会に参加」して習得したと回  

答した者が他の項目に比べて多かった。   

【図表2－29 就労支援知識・スキルの習得方法】  

し＿一千甲修空軍塑些  ロ独学・自己啓発  

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30ヽ  40ヽ  50＼  60ヽ  70ヽ  80ヽ  90＼ 100ヽ  

障害者福祉に関する知護（法律・制度を含む）（n＝67り  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝635）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知識（n＝639）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝647）  

障害特性に応じた職業的課甥に関する知識（n＝667）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル（n＝64り  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝63り  

障害特性に関する知識（n＝689）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝62丁）  

職業相談に関するスキルh＝638）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル（n＝62り  

就職後のフォローアップとして隈場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル（n＝623）  

企業に関する基礎知識（∩＝637）  

障害者求人の開拓や職域開発に関する知識・スキル（∩＝615）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する知識・スキル（∩＝638）  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル（n＝63り  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝622）  

施設内での作業指導に関する知識・スキル（n＝669）  
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⑤就労支援業務を行う上で困っていること   

一般就労に向けた支援にあたり、困っていることについて質問したところ、「実践的なノウハウが  

蓄積されていない」、「習得する機会がない」といった就労支援スキルの問題と、企業に関する項目で  
困っていると回答した者の割合が高かった。   

また、特に困っていることについて上位3ン⊃まで選択してもらったところ、順に、「就労支援の実  

践的なノウハウが蓄積されていない」、「職場実習先や求人企業がない」、「就労支援に必要な知識が足  
りない」を選んだ者が多かった。  
【図表2－30 因っていること】   

※困っていることは、はい／いいえのこ択（nは項目右）、特に困っていることは、3つまで複数回答（鮮686）  

9．1  

0．0  10．0  20．0  〇0．0  

就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていないh＝68丁）  

企業や職場の情報が少なしヾn＝684）  

就労支援に必要な実践的なノウハウを習得する機会が  
不足している（n＝679）  

企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難uヾn＝8乃）  

就労支援に必要な知抜が足りないh＝687）  

職場実習先や求人企業がなLヾn＝681）  

障害者雇用に関して企業の理解がないh＝680）  

就労支援に必要な知識を習得できる研♯の機会が  
不足している（∩＝68ヰ）  

就労支援以外の業務が多く、就労支援を行う時間が  
ほとんどなしヾn＝685）  

業務が忙しく、外部の研修等に参加できなしVn＝685）  

支援している障害者（保護者）が一般誌労に関して  
熱心でなしヾn＝685）   

障害壱の特性や状態懐の把握したり、信頼関係を築くのが難しいh＝683）  

地域に就労支援サービスの利用対象となる  
障害者が少なしヾn＝685）  

どこから就労支援をはじめていいのかわからなしVnニ684）  

地域の就労支援機関との連携がうまくできない（∩ニ679）  

地域の関係機関が就労支援に熱心でない（∩＝6丁5）  

就労支援に関して悩みがあるときに相談する先がなしヾ∩＝683）  

所属している法人が就労支援に関して  
理解がなしヾnこ68〇）  

職場の上司や同僚が就労支援に関して理解がなしヾ∩＝684）  

□困っていること  

田特に困っているこ  
3
 
 
 
0
 
 

－
ト
8
－
8
－
－
 
 

⑥困った時の相談先   

一般就労に向けた支援にあたり、困ったときの相談先について質問をしたところ、同じ事業所の上  

司・同僚が最も高く、続いて労働局  

いる人の順であった。  

【図表2－31相談先（複数回答）】（n＝693）  

ハロー ワークの担当者、他の機関で障害者の就労支援を担って  

＋  

0．0  10．0  20．0  30．0  40．0  

同じ事業所の上司・同僚  

労働局り＼ローワークの担当者   

他の捷関で障害者の就労支援を担っている人（上記以外）  

障害者職業センターの障害者職業カウンセラー   

社会福祉法人等の職場適応援助者（第1号JCジョブコーチ）  

地方自治体の職員  

特別支援学校の先生  

障害者職業センターの陣場適応援助者（配置型ジョブコーチ）   

企業の担当者や札場適応援助者（第2号JCジョブコーチ）  

その他  

相談先はない  

て   



（3）研修  

（弧就労支援に係る研修の受講状況   

就労支援に係る研修の受講状況について質問したところ、法人内の研修の受講経験は3～5割あ   

ったが、それ以外の研修の受講経験は低かった。   

【図表2－32 研修の受講状況】  

0ヽ  川ヽ  20ヽ  30ヽ  40ヽ  50ヽ  60ヽ  TOヽ  80ヽ  90ヽ 100ヽ  

法人内で行う研修・勉強会（就労支援以外）（n＝676）  

法人内で行う研修・勉強会（就労支援関係）（n＝675）  

自治体が行う就労支援研倣n＝663）  

民間機関・NPO等の就労支援研修  
（上記ジョブ：コーチ養成研修以外）（n＝668）  

職業リハビリテーション実践セミナー  
（高障機構・総合センター）（n＝673）   

民間機関・NPO等の行う厚生労働大臣指定の   
職場適応援助者（ジョブコーチ）兼成研修（n＝670）  

就業支援基礎講座  
（高障機構・障害者職業センター）（n＝672）   

高陣機構が行う戦場適応援助者（ジョブコーチ）  

養成研椎n＝67ヰ）  

職業リハビリテーション推進フォーラム  
（高障機欄・障害者職業センター）（n＝663）  

戦業リハビリテーション研究発表会  
（高障機積・総合センター）（n＝668）  

ロ受講した   

匂受講予定   

口機会があれば   
受講したい  

臼受講予定なし  

②就労支援に係る研修の受講希望   

就労支援を行うに当たって、受講したい研修プログラム等について質問をしたところ、就労支援  

に関する専門的な知識や支援スキル・技術を習得する研修への希望が高かった。   

【図表2－33 研修の受講希望】  

r  

一′ 

。、，。％ 2。％。。、… 5肌 6肌 7。％ … 

就労支援に関する専門的な知識を習得する  
研修（∩＝696）  

就労支援に関する専門的な支援スキル・技術を  
身につける研修（n＝69り  

就労支援に関する基礎的な支援スキル・技術を  
身につける研修（∩＝694）  

就労支援に関する基礎的な知識を習得する  
研修（n＝695）  

外部の専門家から就労支援に関する助言や  
アドバイス（n＝690）  

就労支援に関するケ・－ススタディが中心の研修（∩＝69り  

ジョブコーチに関する専門的な知識やスキルを  

習得する研修（∩＝689）  

他の機関の就労支援担当者等との交流会  
（n＝690）  

ジョブコーチに関する基本的な知識やスキルを  

習得する研修（∩＝689）  

地域の関係機関の関係者（就労支援を担う者  
以外も含む。）との交流会（n＝690）  

就労支援に関する座学（講習）が中心の研修（∩＝690）  

l叫州†∫二し、、  

L□覧宗芸ヒこ  

Fから）  

弓□受けたくない  （業務多忙の   

ため）   
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箋3章 障害者就業・生活支援センター   

1．障害者就業・生活支援センター 調査結果   

（1）法人の属性  

（D法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、社会福祉法人が9   
割を占め、100人以上の規模の法人が半数以上を占めた。  

【図表3－1法人の形態】（n＝117）  【図表3－2法人の規模】（n＝117）  

②法人が実施している他の事業   

障害者就業・生活支援センター以外に法人で実施している他の事業について質画したところ、約  

8割の法人がケアホーム等を実施しており、続いて就労継続支援B型や就労移行支援事業を実施し  

ていた。なお、その他と回答をした中では、自由記述として、更生施設、生活介護、地域活動セン  

ター等が多かった。   

【図表3－3法人が実施している他の事業（複数回答）】（n＝116）  

0．O 10．0  20．0 30．0  40．0  500  60．0  70．0  80．0  90．0  

ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム  

就労継続支援B型  

就労移行支援事業  

障害者委託訓練  

自治体単独設置の就労支援センター  

就労継続支援A型  

その他  

障害者就業・生活支援センターのみ  

③ジョブコーチ助成金の認定法人   

法人が第1号職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金の認  

定法人になっているか否かについて質問したところ、69法  

人（59．0％）がジョブコ ーチ助成金の認定法人となっていた。   

また、ジョブコーチ認定法人におけるジョブコーチの配  

置数の1人又は2人が大部分を占め、平均2．04人（n＝68）  

であった。  

【図表3－4 ジョブコーチ配置状況】  

（n＝68）  
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（2）事業所の属性  

（D事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問したとこ  
ろ、平均4．3人であり、就業支援担当者の平均は2．3人で  

あった。また、就労支援に携わっている人は就業支援担当  
者も含め、3．2人であり、ジョブコーチ養成研修修了者は  

1．0人であった。  

【図表3－5 事業所の従業員数】  

（n＝116）  

②障害者就業・生活支援センターを開始した時期   

事業所が障害者就業・生活支援センターを開始した時期  

について質問したところ、約3分の1が平成20年度から開  

始していた。  

（参考：全国の障害者就業・生活支援センターの設置数135  

箇所（平成19年度）→206箇所（平成20年度））  

【図表3－6 障害者就業・生活支援センターの開始時期】  

（n＝117）  

③利用者の状況   

平成20年7月1日現  
在の利用者の状況につ  

いて質問をしたところ、  

平均183．99人であり、  

うち知的障害者が半数  

以上を占めた。  

【図表3－7 利用者の状況】  

（n＝115）  
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（3）就労支援に関わる人材育成の方針   

障害者の就労支援に関わる人材の育成を①現在どのように行っているか、また②今後の方針を質  

問したところ、現在は外部研修の受講促進が中心であるが、今後の方針として、法人内で研修・勉  
強階を行ったり、人事異動により就労支援に必要な業務を経験させると回答した割合が高かった。   

【図表3－8人材育成の方針（複数回答）】  

40．0 50．0 60，0 70．0 80．0 90．0 100．0  

rtl 

0．O 10．0 20．0 30．0  

勤務時間中の外部研修・勉強会への参加を認めている  

外部研侶・勉強会に参加する際に費用を補助をしている  

事業所内で研修・勉強会等を行っている  

法人内で研修・勉強会を行っている   

人事異動により就労支援に必要な業務を経験させることにしている  

就労支援に関するスキルアップに関しては  
個人に任せている   

最初からノウハウのある人材を登用しており（する方針なので）、  

研修等は必要がない。  

その他  

特に何もしていない／するつもりがない  
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2．就業支援担当者 調査結果   

（1）本人の属性   

①基本属性   

本人の性別・年代・最終学歴について質問したところ、男性が145人（58．7％）で女性が102人  

（41．3％）と男性がやや多く、年代としては、30代と40代が多かった。また、最終学歴は大学・   

大学院卒が多く、福祉系の専攻の者が多かった。  

【図表3－9 年代】（n＝227）  【図表3－10 最終学歴】（n＝247）  

■
、
一
■
 
■
 
 
 
 
■
■
 
 
■
 
■
■
■
■
 
 
 

②就業形態  
「 ’ 

j担当者  
、 

が巨 
勤・契約「  

の非正規職員がほぼ半々であった。  
等）  

27．1％  

主任・非  

正規（非  

常勤・契  

約等）   

5．7％  
【図表3－11就業形態】  

（n＝247）  

③就労経験   

これまでの就労経験について質問したところ、障害者支援については5年以上の経験を持ってい  

うる者が半数以上おり、障害者就労支援経験が5年以上の者も3分の1程度いた。   

【図表3－12 就労経験】  

70％  80％  90≠ 100％   

障害者就労支援（n＝229）  

うち就業支援担当者（n＝225）  

うち就労支援員（n＝166）  

障害者支援経験（n＝222）  

企業等での経験（n＝210）  

⊂】  ロ  rlコ  

10年以上  

5年～10年未満  

3年～5年未満  

□1年～3年未満  

口1年未満  

口軽験はない  
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④資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  
たところ、現在は特に資格がない者が最も多かったが、社会福祉士の資格を持っている者も4分の  
1程度いた。その他の自由記述としては、社会福祉主事が最も多く、その他介護福祉士やヘルパー、  
保育士、教員免許等も見られた。   

今後取りたい資格としては、社会福祉士や精神保健福祉士取得の希望が3割程度と高く、次に職  
場適応援助者養成研修の受講の希望が高かった。   

【図表3－13 資格（複数回答）】  

．0   5．0  10．0  15．0   20．0   25．0   30．0   35．0   40．0   45．0  

田今後取りたい資格（n＝214）  

社会福祉士   

職場適応援助者（ジョブ⊃－チ）養成研修修了  

精神保健福祉士  

臨床心理士・臨床発達心理士  

作業療法士  

産業力ウンセラー  

キャリアコンサルタント  

その他  

特になし  

（9仕事の満足度   

仕事の満足度について質問をしたところ、総合的な満足的に8割の者がやや満足か満足しており  

仕事の内容やコミュニケーション面で満足している割合が9割程度と高い一方で、報酬と能力スキ  

ルの向上については、満足している割合が低かった。   

【図表3－14 仕事の満足度】  

仕事の内容・やりがしヾn＝246）  

仕事の報酬（n＝245）   

職場の管理者・上司との人間関係、コミュニケーション  

（n＝245）   

職場の同僚との人間関係、コミュニケーション（n＝246）  

能力スキルの向上（n＝245）  

総合評価（n＝240）  

⑥将来展望   

5年後の将来展望について質問をしたところ、  

半数近い者が現在と同じ仕事をしていると回答  

しており、また就労支援を含め障害者支援の分  

野で仕事をしていると回答した者は全体の約7  

割であった。  

【図表3－15 将来展望】  

（n＝243）  
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（2）職務と能力・スキル  

①就労支援業務の業務量   

就業支援担当者として活動する場合の業務量について質問をしたところ、結果は下表のとおりと  

なった。職業相談、定着支援、ハローワークでの求職活動支援、地域の連携に関する業務が多いと  
いう回答が多かった。   

【図表3－16 就労支援業務の業務量】   

L竺革塑些些二聖㌍禦、Dl至ぎ±ざ竪ヒし」墜些」  

0ヽ  10ヽ  20＼  30＼  40ヽ   50ヽ   60＼  TOヽ   80ヽ  90＼ 100ヽ  

職業相談（n＝245）  

就職後のフォローアップとしての職場訪問（n＝244）  

障害者に対するハローワークヘの同行（n＝245）  

地域における就労支援機関との連携・  
支援ネットワークづくり（∩＝244）  

家族との連絡調整（情報提供、相談等）（n＝244）  

ハロトーワークでの求人検索（∩＝244）  

基礎訓練．．職業準備訓練、戦場実習等のあっせん  
（n＝24ヰ）  

ケア会議、ケース会議等への参加（n＝244）  

戦場実習先での支援、実習の付き添い血＝244）  

事業主に対する障害者の特性に関する助言（n＝242）  

障害者の職業能力・適性の把握（アセスメント）（n＝245）  

就職した障害者に対する生活面に関わる支援（∩＝245）  

自主的な求人・実習先の開拓  
（民間の求人情報の収集、企業訪問等）（n＝245）  

面接織習や履歴書の作成等の支援（∩＝245）  

事業主に対する障害者の雇用管理に関する  
助言（n＝243）  

就労支援計画の作成（n＝243）  

就労支援サービスを提供する障害者の確保（n＝214）  

施設を利用する障害者の生活面に関わる支援（n＝241）  

職場適応支援（ジョブコーチ支援）（n＝24り  

ハローワーク職員との同行求人開拓（n＝244）  

施設内での障害者に対する作業指導（∩＝240）1   

施設内での作業に関わる品質管理、受注・納品等0  
の業務（n＝24り   

川  ご■ 「  
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＜就業支援担当者の経験別の業務量＞   

就業支援担当者から、就業支援担当者の経験により「担当者1年未満（n＝48）」、「担当者1～3年  

（n＝48）」、「主任（n＝105）」の3グループを抽出し、分析を行った。   

就業支援担当者の業務の業務量について「業務量が多い」と回答した者の割合を集計をした結果は  

下表のとおりである。他のグループと比べて、1～3年経験の者は定着支援業務を多く行っており、  

主任は関係機関との連携を多く行っていた。   

【図表3－17 就業支援担当者の経験別の就労支援業務の業務量】  

施設内での作業指導に関する知識・スキル  

障害特性に関する知識  

企業に関する基礎知識  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する知識・  
スキル  

職場の雇用管理に関する基礎知識  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識  

就労支援計画の策定に関するスキル  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

職業相談に関するスキル  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル   

障害者求人の開拓や職域開発に関する知識・  
スキル  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  
障害者の職場定着支援を行うスキル  
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②就労支援知識・スキルの活用の機会   

就業支援担当者として活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのくらい活用する機会が  

あるか質問したところ、結果は下表のとおりとなった。  

【国表3－18 就労支援知識・スキルの活用の機会】   

L車重垂二二幸車重垂亘亘画二〕空室亘司  

0％  20％  40％  60％  80％  1α）％  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知書鼓・スキル（n＝245）  

障害特性に関する知識（n＝246）  

就微後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知謀・スキル（∩＝245）   

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル（n＝243）  

戦場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝245）  

施設内の作業指導に関する知識・スキル（n＝244）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知乱（n＝245）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知吾鼓（∩＝246）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝244）  

就職後のフォローアップとして戦場を訪問し、  

障害者の微増定着支援を行うスキル（n＝244）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）（n＝245）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝244）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル（n＝245）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル（∩＝244）  

企業に関する基礎知識（n＝245）  

職業相互策に関するスキル（n＝245）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識（n＝245）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝244）  
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＜就業支援担当者の経験別の就労支援知識・スキルの活用の機会＞   

就業支援担当者から、就業支援担当者の経験により「担当者1年未満（n＝48）」、「担当者1～3年  

（n＝48）」、「主任（n＝105）」の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援知識・スキルの活用機会について「非常にある」と回答した者の割合を集計をした結果は  

下表のとおりとなった。他と比べて、主任は、関係機関との調整やマッチングに関する知識・スキル  
を活用する機会が多くなっていた。   

【図表3－19 就業支援担当者の経験別の就労支援知識・スキルの活用の機会】   

就職後のフオ○－アップとして職場を坊間し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル  

他の関係機関との連携・調整を行う  
知識・スキル  

障害特性に潤する知識  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

職業相談に関するスキル  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  

マッチング支援を行う知識・スキル  

障害者福祉に関する知鼓（法律・制度を含む）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  

助言を行う知抜・スキル  

企業に関する基礎知識  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知抜  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

就労支援計画の策定に関するスキル  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知識  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知露草・スキル  

職場の雇用管理に関する基礎知識  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル  

施設内での作業指導に関する知識・スキル  
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③就労支援知識・スキルの習得状況   

就業支援担当者として活動する上で、就労支援に関する知識・スキルは自分にどのくらい備わっ  

ているかについて質問したところ、結果は下表のとおりとなった。障害特性や求職活動に関するス  

キルは全般的に備えているが、企業に関するスキルについては不足しているという回答が多かった。   

【図表3－20 就労支援知識・スキルの習得状況】  

＝；‾【  1  
］  l恥ミ・  ロ少しある  ロ少し不足  口不足  

0ヽ   10ヽ   20ヽ   30ヽ   40ヽ   50ヽ   60ヽ   TOヽ   80ヽ   90ヽ  100ヽ  

障害特性に関する知識（n＝247）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知抜・スキル（n＝245）  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の漁場走者支援を行うスキル（n＝244）  

職業相談に関するスキル（n＝24ヰ）  

他の関係機関との連携・調整を行う知鼓・  
スキル（n＝243）   

障害特性に応じた職業的課瑠に関する知識（n＝247）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  
（n＝245）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  
（n＝247）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝245）   

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝244）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知書証・スキル（n＝245）   

施設内での作業指導に関する知識・スキル（n＝245）   

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する法律・制度  
に関する知言鼓（n＝247）  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル（n＝244）  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝245）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝246）  

企業に関する基礎知誌（∩＝246）  

戦場の雇用管理に関する基礎知識（n＝246）  
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＜就業支援担当者の経験別の就労支援知識・スキルの習得状況＞   

就業支援担当者から、就業支援担当者の経験により「担当者1年未満（n＝48）」、「担当者1～3年  

（n＝48）」、「主任（n＝105）」の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援知識・スキルが自分に備わっているかについて「ある」又は「少しある」と回答した者の  

割合を集計をした結果は下表のとおりとなった。経験が浅い者は企業等に関する知識が不足している  

と回答しているが、経験が高まるにつれ、全般的に就労支援の知識・スキルの習得状況が高くなり、  
特に求人開拓に関して差が大きい。  

【図表3－21就業支援担当者の経験別の就労支援知識・スキルの習得状況】  

臼1年未満  口1～3年  

0．0  10．0  20．0  30，0  40．0  50．0  60．0  70．0  80．0  90．0 100．0  

障害特性に関する知識  

職業相故に関するスキル  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル  

他の関係機関との連携・研整を行う  
知…鼓・スキル  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル  

施設内での作業指導に関する知識・スキル  

呼害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

障害特性に応じた隙美的課題lこ関する知抜  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知抜  

就労支援計画の策定に関するスキル  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  

マッチング支援を行う知識・スキル  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

企業に関する基礎知識  

職場の雇用管理に関する基礎知喜鼓  

L
 
－
 
【
L
■
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④就労支援知識・スキルの習得方法   

就業支援担当者として活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのように身につけたか  

最も効果的な手段について質問したところ、全般的に「仕事を通じて」と回答した者の割合が多か  

ったが、障害者福祉、障害者雇用制度や障害特性等の制度面や障害特性に関することについては、  
「研修や講習会に参加」して習得したと回答した者が他の項目に比べて多かった。   

【図表3－22 就労支援知識・スキルの習得方法】  

［  
ロ研修や講習に参加 臼仕事を通じて ロ独学t自己啓発  

0ヽ  20＼  40＼  60ヽ  80ヽ  100＼  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  
（n＝242）   

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝240）  

障害特性に関する知識（∩＝243）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識（n＝242）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝240）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識（n＝242）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  
（n＝24り  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝240）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝242）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル（n＝243）  

隙業相談に関するスキル（n＝24り  

企業に関する基礎知識（n＝243）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル（n＝241）  

施設内での作業指導に関する知識・スキル（n＝238）  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル（n＝241）  

岳 他の関係機関との連携・調整を行う知計スキル（∩＝239）  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、   

障害者の職場定着支援を行うスキル（n＝242）   

職場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝24り  

28   



⑤就労支援業務を行う上で困っていること   

一般就労に向けた支援にあたり、困っていることについて質問したところ、企業iこ関する項目で  

困っていると回答した者の割合が高かった。   

また、特に因っていることについて上位3つまで選択してもらったところ、順に、「職場実習先  
や求人企業がない」、「企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難しい」、「就労支援の実践的  

なノウハウが蓄積されていない」を選んだ者が多かった。  
【図表3－231困っていること】  

※困っていることは、はい／いいえの二択（nは項目右）、特に因っていることは、3つまで複数回答（n＝237）   

企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが  
難しい（∩＝242）  

職場実菅先や求人企業がなし∨∩＝245）  

企業や♯場の情報が少なし叫∩＝243）  

障害者雇用に関して企業の理解がない（∩＝242）  

就労支援の実践的なノウハウが  
蓄積されていない（n＝243）  

就労支援に必要な知識が足りなしヾn＝244）  

就労支掛こ必要な実践的なノウハウを  
習得する機会が不足している（n＝24り  

就労支援に必要な知識を習得できる  
研♯の機会が不足している（n＝24り  

障害者の特性や状態像の把握したり、  
信綾関係を築くのが難しい（n＝244）   

業務が忙しく、外部の研修等に参加できなしヾn＝244）  

地域の就労支援機関との連携がうまくできない  
h＝243）  

地域に就労支援サービスの利用対象となる  
障害者が少ない（n＝242）  

支援している障害者（保護者）が一般就労に関して  

熱心でない仇＝243）   

地域の関係機関が就労支援に熱心でなしYn＝24ヰ）  

就労支援以外の業務が多く、就労支援を行う  
時間がほとんどない小＝242）   

どこから就労支援をはじめていいのかわからない  
（n＝244）  

所属している法人が就労支援に関して  
理解がない（n＝246）  

就労支援に関して悩みがあるときに  
相談する先がない小＝2ヰ5）  

戦場の上司や同僚が就労支援に関して  
理解がなしYn＝245）  

⑥困った時の相談先   

一般就労に向けた支援にあたり、困ったときの相談先について質問をしたところ、同じ事業所の  

上司・同僚が最も高く、続いて労働局・ハローワークの担当者、障害者職業センターのカウンセラ  

ーの順であった。  
【図表3－24 相談先（複数回答）】（n＝246）  

「  

0．0  10．0  20．0  30．0  40．0  50．0  60＿0  

同じ事業所の上司・同僚  

労働局りヽローワークの担当者  

障害者職業センターの障害者厳菓カウンセラー  

他の機関で障害者の就労支援を担っている人（上記以外）   ■
 
 
 
 
■
 
■
 
■
■
 
 
 
■
■
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
■
 
 

社会福祉法人等の臓場適応援助者（第1号JCジョブコーチ）  

地方自治体の職員  

特別支援学校の先生  

障害者隈薫センターの戦場適応援助者（配置型ジョブコーチ）   

企業の担当者や職場適応援助者（第2号JCジョブコーチ）  

その他  

相談先はない808  



（3）研修  

（D就労支援に係る研修の受講状況   

就労支援に係る研修の受講状況について質問したところ、法人内の研修以外に、地域障害者職業  

センターで行っている就業支援基礎講座の受講経験が高かった。   

【図表3－25 研修の受講状況】  

』】1  0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％100％   

法人内で行う研修・勉強会（就労支援以外）（n＝240）  

就業支援基礎講座  
（高障機構・障害者職業センター）（n＝237）   

法人内で行う研修・勉強会（就労支援関係）（n＝238）  

職業リハビリテーション実践セミナー  

（高障機構・総合センター）（n＝236）  

職業リハビリテーション推進フォーラム  

（高障機爛・障害者職業センタ→）（n＝234）  

聡美リハビリテーション研究発表会  

（高陪機構・総合センター）（n＝236）  

自治体が行う就労支援研修（n＝236）  

民間機関・NPO等の就労支援研修  
（上記ジョブコーチ養成研修以外）（n＝240）  

高障機構が行う職場適応援助者  
（ジョブコーチ）養成研修（n＝236）   

民間機関・NPO等の行う厚生労働大臣特定の   
戦場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修（n＝236）  

受講した  

受講予定  

機会があれば  
講したい  

受講予定なし  

②就労支援に係る研修の受講希望   

就労支援を行うに当たって、受講したい研修プログラム等について質問をしたところ、就労支援  

に関する専門的な支援スキル・技術や知識を習得する研修への希望が高かった。  

【図表3－26 研修の受講希望】  

0％   20％  40％  60％  80％  100％  

就労支援に関する専門的な支援スキル・技術を  
身につける研修（n＝243）  

就労支援に関する専門的な知識を  
習得する研修（n＝243）  

外部の専門家から就労支援に関する助言や  
アドバイス（∩＝244）  

就労支援に関するケーススタディが  
中心の研修（n＝242）   

他の機関の就労支援担当者等との交流会（n＝243）  

地域の関係機関の関係者（就労支援を担う者  
以外も含む。）との交流会（n＝245）   

就労支援に関する基礎的な支援スキル・技術を  
身につける研修（n＝24り  

就労支援に関する基礎的な知識を習得する研修  
（∩＝239）   

ジョブコーチに関する専門的な知識やスキルを  

習得する研修（∩＝238）  

就労支援に関する座学（講習）が中心の研修  
（n＝24り   

ジョブコーチに関する基本的な知識やスキルを  

習得する研修（n＝240）  

l□せひせ粧し、  

ま
 
 

臼どちらかといえ   

受けたい  

□受けたくない（必   

要がないから）  

ロ受けたくない（業   

務多忙のため）  

＝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＝
 
 
 
 
 
 
 
二
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第4章 第1号ジョブコーチ   

1．第1号職場適応援助者助成金認定法人 調査結果   

（1）法人の属性   

①法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、社会福祉法人が大   

部分を占め、100人以上の規模の法人は約4割であった。  

【図表4－1法人の形態】（n＝209）  【図表4－2法人の規模】（n＝208）  

②法人が実施している事業とジョブコーチ配置事業   

法人が実施している事業について質問したところ、ケアホーム等を実施している法人が4分の3  

と最も多く、続いて就労継続支援B型、就労移行支援事業を実施していた。なお、その他と回答を  

した中では、自由記述として、生活介護、自立訓練、地域活動センター等が多かった。   

また、ジョブコーチを配置している事業所としては、就労移行支援事業が約3割と最も多くなっ  
ていた。  

【図表4－3法人が実施している事業とジョブコーチ配置事業所（複数回答）】  

ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム  

就労継続支援B型  

就労移行支援事業  

障害者就業・生活支援センター  

障害者委託訓練  

就労継続支援A型  

自治体単独設置の就労支援センター  

その他  
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③ジョブコーチ助成金認定法人になった時期   

法人が第1号職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金の認  

定法人になった時期について質問したところ、半数以上が  

平成17年度上半期以前に認定法人となっていた。  

【図表4－4 ジョブコーチ助成金認定法人になった時期】  

（n＝208）  

（2）法人内で最も就労支援を行っている事業所の属性  

①事業所の従業員数   

法人内で最も就労支援を行っている事業所について、当  

事業所の平成20年7月1日現在の従業員数について質問し  
たところ、平均23．2人であり、そのうち就労支援に携わっ  

ている人は就業支援担当者も含め、5．6人、ジョブコーチ  

養成研修修了者は2．0人であった。  

【図表4－5 事業所の従業員数】  

（n＝194）   

」  

②事業所が実施している事業   

法人内で最も就労支援を行っている事業所について、当事業所が行っている事業について質問し  

たところ、就労移行支援事業、就労継続支援B型、障害者就業・生活支援センター、ケアホーム等  

が約3分の1程度であった。   

【図表4－6 最も就労支援を行っている事業所が実施している事業（複数回答）】（n＝203）  

00  5．0 100 15．0 20．0 250 300 35．0 40．0 450 500  

就労移行支援事業  

就労継続支援B型  

障害者就業・生活支援センター  

ケアホーム・グルーープホーム・福祉ホーム  

障害者委託訓練  

自治体単独設置の就労支援センター  

就労継続支援A型  

その他  
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③一般就労に向けた支援を開始した時期   

一般就労に向けた支援を開始した時期について質問した  

ところ、平成14年度以前に開始した事業所が6割以上で  
あった。  

【図表4－7 一般就労に向けた支援を開始した時期】  

（n＝204）  

④利用者の状況  

平成20年7月1日現在   

の利用者数について質問   

したところ、平均106．4   

人であり、うち知的障害   

者が約3分の2であった。  

【図表4－8 利用者の状況】  

（n＝194）  

（3）就労支援に関わる人材育成の方針   

障害者の就労支援に関わる人材の育成を①現在どのように行っているか、また②今後の方針を質  

問したところ、現在は、外部研修の受講促進が中心であるが、今後の方針としては、法人内で研修  

を行ったり、人事異動により就労支援に必要な業務を経験させる方針であるとの回答も多かった。   

【図表4－9 人材育成の方針（複数回答）】  

勤務時間中の外部研修・勉強会への参加を認めている  

外部研修・勉強会に参加する際に貴用を補助をしている  

法人内で研修・勉強会を行っている  

人事異動により就労支援に必要な業務を経験させることにしている  

就労支援に関するスキルアップに関しては個人に任せている  

その他  

最初からノウハウのある人材を登用しており（する方針なので）、  

研修等は必要がない。  

特に何もしていない／するつもりがない  
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2．第1号ジョブコーチ   

（1）属性  

（彰基本属性   

本人の性別・年代・最終学歴について質問したところ、男性が200人（56．7％）、女性が153人（43．3％）   

で男性が6割弱おり、年代としては、30代が多かった。最終学歴は、大学・大学院卒が多かった   

が、就労支援員や就業支援担当者と比較すると、福祉系の専門学校・短大卒の者がやや多かった。  

図表4－11最終学歴】（n＝353）  【図表4－10 年代】（n＝338）   

】l  （∋就業形態   

本人の就業形態について質問したところ、正社員が7割程  

度であった。  

F【▼〉〈▲一‾▼  

非正規  
（短時間ト、その他   

8・8l ＼  0．6，i   

【図表4－12 就業形態】  

（n＝353）  

③就労経験   

これまでの就労経験について質問したところ、障害者支援については5年以上の経験を持つもの  

が6割程度織り、また障害者の就労支援経験5年以上の者が4割程度いた。   

【図表4－13 就労経験】  

肌 一肌 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70㌔ 80％ 9肌100％  

ロ10年以上  

臼5年～10年未満  

□3年～5年未満  

ロ1年～3年未満  

口1年未満  

座経験はない   

障害者就労支援（n＝329）  

うちジョブコーチ（n＝334）  

障害者支援経隻葵（n＝339）  

企業等での経畳葵（∩＝325）  
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④ジョブコーチ養成研修時期と研修棟閑   

職場適応援助者養成研修の受講の時期と研修機関 につ  

いて質問したところ、ほとんどの者（300人（93．0％））が高  
齢・障害者雇用支援機構で研修を受講していた。受講の時  

期については、平成17年度までに受講した者が約4割いた。  

（参考：大臣指定による民間の研修は、平成18年度  か  
ら開始）  

【図表4－14 ジョブコーチ養成研修の受講時期】  

（n＝354）  

⑤ジョブコーチ活動状況   

ジョブコー チと他の業務との兼任状況について質問したところ、専任は16．2％であり、兼任して  

いる者のうち、3～5割程度ジョブコーチ業務をしていると回答した者が最も多かった。  

また、ジョブコーチとしての1ケ月の稼働日数（最近3ケ月の平均）について質問したところ、下  

の図表のとおりばらつきが見られたが。  

【図表4－15 ジョブコーチの兼任状況】（n＝352）  【図表4－16 ジョブコーチとしての月稼働日数】（n＝350）   

なお、ジョブコーチの兼任状況別  

に就業形態の関係を見たところ、専  

任や兼任のうちジョブコーチ業務  
が多い者ほど、正社員の率が低くな  

っていた。  

臼正社員 口非正規  □非正規   

（非常勤、契約等） （短時間）  

0ヽ  20ヽ  40ヽ  60＼  80ヽ  100ヽ   

専任  
（n＝57）   

兼任（6割以上）   

（n＝56）   

兼任（3～5割）   

（n＝105）   

兼任（2割以下）   

（n＝127）  
【図表4－17 ジョブコーチの兼任状況と  

就業形態】  
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⑥資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  

たところ、特に資格がない者が最も多かった。その他の自由記述としては、社会福祉主事、介護福  

祉士、保育士等が多く見られた。   

今後取りたい資格としては、社会福祉士や精神保健福祉士取得の希望が2～3割程度であった。   

【図表4－18 資格（複数回答）】   

0．0  10．0  20＿0  30．0  40＿0  50．0  60▼0  

社会福祉士  

精神保健福祉士  

作業療法士  

産業力ウンセラー   

臨床心理士・臨床発達心理士  

キャリアコンサルタント  

その他  

特になし  

⑥仕事の満足度   

仕事の満足度について質問をしたところ、総合的な評価として4分の3の者がやや満足か満足し  

ており、仕事の内容やコミュニケーション面で満足している割合が8割程度と高い一方で、報酬と  

能力スキルの向上については、5割以下と低かった。   

【図表4－19 仕事の満足度】  

40ヽ  60ヽ  80ヽ  100ヽ  0ヽ  20ヽ  

仕事の内容・やりがしヾn＝353）  

仕事の報酬（n＝349）  

職場の管理者・上司との人間関係、コミュニケ→ション（n＝350）  

戦場の同僚との人間関係、コミュニケーション（n＝35り  

能力スキルの向上（∩＝351）  

総合評価（n＝343）  

⑦将来展望   

5年後の将来展望について質問をしたところ、  

4割近い者が現在と同じ仕事をしていると回答  

しており、また就労支援を含め障害者支援の分  

野で仕事をしていると回答した者は全体の約7  

割であった。  

仕事はしてい  
ない  
43％  

障害者福祉以  
外の仕事をし  

ている  
8．2％  

障害者の就労  
支援以外の障  
害者福祉の仕  
事をしている  

165％   

【図表4－20 将来展望】  

（n＝352）  
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（2）職務と能力・スキル  

①ジョブコーチ業務の業務量   

第1号ジョブコーチとして活動する場合の業務量について質問をしたところ、結果は下表のとお  

りとなった。職場での集中的支援やフォローアップ、事業所調整等ジョブコーチの典型的な業務の  

業務量が多い一方で、職域開拓や支援計画の作成については業務量がほとんどないという回答が多  

かった。   

【図表4－21ジョブコーチ業務の業務量】  

障害者職業センターとの連絡調整（n＝343）  

フォローアップ（n＝346）  

雇用後の本人に対する集中的支援（n＝346）  

事業所調整（本人の職務Iこ関すること）（n＝344）  

事業所調整（人間関係に関すること）（n＝346）  

支援ツール等の作成（n＝345）  

職場適応援助者助成金の支給申請  
手続き（n＝347）  

関係機関（障害者職業センター以外）  
との連絡調腰（n＝346）  

家族との相談、調整（n＝344）   

雇用前に職場への適応能力向上を図るために  

実施する職場実習等の支援（n＝346）  

職場環境のアセスメント（n＝345）  

障害者本人のアセスメント（n＝3ヰ5）  

ケース会議開催の調整（n＝343）  

支援計画の作成（n＝346）  

職場開拓での障害特性に応じた  

職域の開拓（n＝345）   

事業所調整（雇用契約等に関すること）（n＝343）  
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＜ジョブコーチ経験別のジョブコーチ業務の業務量＞   
第1号ジョブコーチから、ジョブコー チの経験により「1年未満（n＝93）」、「1～3年（n＝129）」、  

「5年以上（n＝61）」の3グループを抽出し、分析を行った。   

第1号ジョブコ ーチの業務の業務量について「自ら行う」と回答した者の割合を集計をした結果  

は下表のとおりである。全般的に経験が長くなるほど自ら行う割合は高まるが、特に職場環境や本  

人のアセスメント等について差が大きくなっていた。   

【図表4－22 ジョブコーチ経験別のジョブコーチ業務の業務量】  

口JC5年以上  「唾  ロJCl～3年   

0．0 10．0 20．0 30．0 40．0  50．0 60．0  70．0  80．0  90．0 100．0  

障害者職業センターとの連絡調整  

フォローアップ  

雇用後の本人に対する集中的支援  

事業所調整（本人の職掛こ関すること）  

事業所調整（人間関係に関すること）  

職場適応援助者助成金の支給申請手続き  

支援ツール等の作成  

関係機関（障害者職業センター以外）との  

連絡調整   

雇用前に職場への適応能力向上を図るために  

実施する職場実習等の支援  

家族との相談、調整  

職場環境のアセスメント  

障害者本人のアセスメント  

ケース会議開催の調整  

職場開拓での障害特性に応じた  

職域の開拓  

支援計画の作成  

事業所調整（雇用契約等に関すること）  

38   



②就労支援知識・スキルの活用の機会  

第1号ジョブコーチとして活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのくらい活用する  

機会があるか質問したところ、結果は下表のとおりとなった。   

【図表4－23 就労支援知識・スキルの活用の機会】  

障害特性に関する知狂（n＝344）  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル（n＝344）  

障害特性に応じた職業的課靂割こ関する  

知識（n＝3ヰ4）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知注・スキル（n＝344）   

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル  
h＝343）   

施設内での作業指導lこ関する知識・スキル（n＝343）  

一般就労に向けたアセスメントに関する  

スキルh＝343）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝34り  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝344）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  
（n＝342）  

企業に関する基礎知識（n＝344）  

職業相談に関するスキル（n＝343）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝342）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する  
知抜（n＝342）  

障害者求人の開拓や瞼域開発に関する  
知抜・スキル（n＝339）  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル（n＝34り  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知書誌・スキル（n＝343）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知識（n＝343）  
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＜ジョブコーチ経験別の就労支援知識tスキルの活用の機会＞   

第1号ジョブコーチから、ジョブコーチの経験により「1年未満（n＝93）」、「1～3年（n＝129）J、  

「5年以上（n＝61）」の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援知識・スキルの活用の機会について「非常にある」と回答した者の割合を集計をした結  

果は下表のとおりとなった。経験が長くなるほど、アセスメントスキルや支援計画の作成スキル、  

職場の雇用管理に関する知識を活用する機会が多くなっていた。   

【図表4－24 ジョブコーチ経験別の就労支援知識・スキルの活用の機会】  

‥ 

ロ5年以上、  「 臼1～3年   

0  10   20   30   40   50   60   70   80   90  

障害特性に関する知識  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識   

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル  

施設内での作業指導に関する知識・スキル  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル   

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル  

企業に関する基礎知識  

他の関係機関との連携・調整を行う  
知識・スキル   

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

就労支援計画の策定に関するスキル  

職場の雇用管理に関する基礎知識  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  

職業相談に関するスキル  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル  
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③就労支援知識・スキルの習得状況   

第1号ジョブコーチとして活動する上で、就労支援に関する知識・スキルは自分にどのくらい備  

わっているかについて質問したところ、結果は下表のとおりとなった。フォローアップや作業指導、  
障害特性に関する知識・スキルは備わっていると回答している一方で、企業に関する知識・スキル  
については不足しているという回答が多かった。   

【図表4－25 就労支援知識・スキルの習得状況】  

田ある  □少しある   □少し不足  口不足  

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30ヽ  40ヽ  50ヽ  60ヽ 10＼  80ヽ  90ヽ 100  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  
障害者の職場定着支援を行うスキル（n＝343）  

障害特性に関する知識（n＝344）  

施設内での作美指導に関する知簸・スキル（n＝342）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル（n＝340）  

障害特性に応じた職業的課穎に関する知識伽＝344）  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル（n＝34り  

面接訓練や履歴書の作成支挽二関する知抜・  
スキルh＝342）  

一般就労に向けたアセスメンHこ関するスキル  
（n＝343）  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝34り  

職業相談に関するスキル（n＝342）  

就労支援計画の策定に関するスキル（n＝34Z）  

障害者福祉に解する知識（法律・制度を含む）  
（n＝341）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  
（n＝34り  

企業に関する基礎知識（n＝342）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識（n＝343）  

職場の雇用管矧こ関する基礎知識（n＝341）  

隈場実習先の開拓に関する知識・スキル  
（n＝340）  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  
知識・スキル（n＝339）  
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＜ジョブコーチ経験別の就労支援知識・スキルの習得状況＞   
第1号ジョブコー チから、ジョブコー チの経験により「1年未満（n＝93）」、「1～3年（n＝129）」、  

「5年以上（n＝61）」の3グループを抽出し、分析を行った。   

就労支援の知識・スキルが自分に備わっているかについて「ある」又は「少しある」と回答した  

者の割合を集計をした結果は下表のとおりとなった。経験が浅い者は企業に関する知識・スキルが  

不足していると回答しており、経験が高まるにつれ高まるが、依然不足だと回答した者も半数程度  

いた。   

【図表4－26 ジョブコーチ経験別の就労支援知識・スキルの習得状況】   

施設内での作業指導に関する知識・スキル  

障害特性に関する知識  

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  

障害者の職場定着支援を行うスキル  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知識・スキル  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知識・スキル  

他の関係機関との連携・調整を行う  
知識・スキル  

職業相談に関するスキル  

就労支援計画の策定に関するスキル  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  

法律・制度に関する知識  

企業に関する基礎知識  

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

障害者求人の開拓や職域開発に関する  

知識・スキル  

職場の雇用管理に関する基礎知識  
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④就労支援知識・スキルの習得方法   

第1号ジョブコーチとして活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのように身につけ  

たか最も効果的な手段について質問したところ、全般的に「仕事を通じて」と回答した者の割合が  

多かったが、障害者福祉、障害者雇用制度や障害特性等の制度・法律面や障害特性に関することに  

ついては、「研修や講習会に参加」して習得したと回答した者が他の項目に比べて多かった。   

【図表4－2丁 就労支援知識・スキルの習得方法】  

ロ独学・自己啓発  8研修や講習に参加  口仕事を通じて  

0％  10％  20％  30％  40，i 50％  60％  70％  809i 90％ 100％  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）  
（n＝333）   

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知抜  
（n＝333）   

障害特性に応じた職業的課題に関する知識  
（n＝342）   

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識（n＝336）  

障害特性に関する知隷（n＝344）  

就労支援計画の策定に関するスキルh＝337）  

一般就労に向けたアセスメントに関する  
スキル仇＝339）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝33り   

障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や   
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝335）  

聴業相鉄に関するスキルh＝335）   

就職後のフォローアップとして職場を訪問し、  
障害者の職場定着支援を行うスキルh＝340）  

面接訓練や履歴書の作成支援に関する  
知註・スキル（n＝332）  

障害者求人の開拓や職域開優に関する  
知識・スキル（n＝324）   

職場実習先の開拓に関する知識・スキル  
（n＝326）  

就職後の障害者の状況に応じて事業主への  
助言を行う知鼓・スキル（n＝336）  

企業に関する基礎知識（n＝334）  

他の関係機関との連携・調整を行う  
知抜・スキル小＝337）  

施設内での作業指導に関する  
知舌鼓・スキル（n＝338）  
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⑤就労支援業務を行う上で困っていること   

一般就労に向けた支援にあたり、因っていることについて質問したと、ころ、企業に関する項目で  

困っていると回答した者の割合が高かった。   

また、特に困っていることについて上位3つまで選択してもらったところ、順に、「職場実習先  
や求人企業がない」、「企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難しい」、「就労支援の実践的  

なノウハウが蓄積されていない」を選んだ者が多かった。   

【図表4－28 困っていること】   

※困っていることは、はい／いいえの二択（∩は項目右）、特に因っていることは、3つまで複数回答（n＝335）  

0．0  10．0  20．0  30．0  40．0  50．0  60．0  70．0  

職場実習先や求人企集がない（n＝344）   

企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが  
難しい（n＝345）  

企業や戦場の情報が少ない（n＝346）  

就労支援に必要な実践的なノウハウを  
習得する機会が不足している（n＝347）  

就労支援に必要な知識が足りない（n＝345）  

障害者雇用に関して企集の理解がない（n＝347）  

就労支援の実践的なノウハウが  
蓄積されていなしヾn＝3ヰ7）  

就労支援に必要な知識を習得できる  
研修の機会が不足している（n＝34丁）   

業務が忙しく、外部の研修等に参加できない  
（n＝346）  

障害者の特性や状態像の把握したり、  
信頼関係を築くのが難ししヾ∩＝346）  

就労支援以外の業務が多く、就労支援を  
行う時間がほとんどなしヾ∩＝3ヰ6）   

支援している障害者（保護者）が一般就労に  
関して熱心でなしヾn＝345）   

地域に就労支援サービスの利用対象となる  
障害者が少なしヾn＝344）  

地域の就労支援機閤との連携がうまくできない  
（n＝347）  

どこから就労支援をはじめていいのか  
わからない（n＝347）  

地域の関係機関が就労支援に熱心でない  
（n＝348）  

就労支援に関して悩みがあるときに  
相談する先がない（n＝345）  

職場の上司や同僚が就労支援に関して  
理解がなしヾ∩＝348）  

所属している法人が就労支援に関して  
理解がない（n＝348）  

l一一一r一－   

⑥困った時の相談先   

一般就労に向けた支援にあたり、困ったときの相談先について質問をしたところ、障害者職業セ  

ンターのカウンセラーと同じ事業所の上司・同僚が最も高く、他と比較して障害者職業センターと  

の関係が強かった。  

【図表4－29 相談先（複数回答）】（n＝349）  

0．0  10，0  20，0   300  400   50．0   600   70，0  80．0   900  

障害者牧羊センターの障害者随業カウンセラー  

同じ事業所の上司・同僚  

障害者職業センターの職場適応援助者（配置型ジョブコーチ）  

労働局りヽローワークの担当者   

社会福祉法人等の職場適応援助者（第1号JCジョブコーチ）   

他の機関で障害者の就労支援を担っている人（上記以外）  

特別支援学校の先生  

企業の担当者や職場適応援助者（第2号JCジョブコーチ）  

地方自治体の職員  

その他  

相談先はない   



（3）研修  

①就労支援に係る研修の受講状況   

就労支援に係る研修の受講状況について質問したところ、法人内の研修以外に、地域障害者職業  

センターで行っている職業リハビリテーション推進フォーラムへの参加の受講経験が高かった。  
【図表4－30 研修の受講状況】  

法人内で行う研修・勉強会（就労支援以外）  

（n＝345）  

法人内で行う研修・勉強会（就労支援関係）  
（n＝342）   

職業リハビリテーション推進フォーラム  
（高陣機構・障害者職業センター）（n＝348）  

民間機関・NPO等の就労支援研修  
（上紀ジョブコーチ養成研修以外）（n＝345）  

職業リハビリテーション実践セミナー  
（高陣機構・総合センター）（n＝3ヰ5）  

就業支援基礎講座  
（高障機構・障害者職業センター）（n＝343）  

自治体が行う就労支援研修（n＝340）  

職業リハビリテーション研究発表会  
（高障機構・総合センター）（n＝345）  

②就労支援に係る研修の受講希望   

就労支援を行うに当たって、受講したい研修プログラム等について質問をしたところ、就労支援  

やジョブコ⊥チに関する専門的な支援スキル・技術を習得する研修への希望が高かった。  
【国表4－31研修の受講希望】  

0％  20％  40％  60％  80％   100％  

就労支援に関する専門的な支援スキル・  
技術を身につける研修（n＝353）  

ジョブコーチに関する専門的な知識やスキルを  
習得する研修（n＝352）   

就労支援に関する専門的な知識を習得する  
研修（n＝35り  

就労支援に関するケーススタディが中心の  
研修（n＝352）  

外部の専門家から就労支援に関する助言や  
アド′くイス（n＝352）  

他の機関の就労支援担当者等との交流会  
（n＝349）   

地域の関係機関の関係者（就労支援を担う  
者以外も含む。）との交流会（n＝350）  

就労支援に関する基礎的な支援スキル・  
技術を身につける研修（n＝35り  

ジョブコーチに関する基本的な知識やスキルを  
習得する研修（n＝35り  

就労支援に関する基礎的な知識を習得する  
研修（∩＝349）  

就労支援に関する座学（講習）が中心の  
研修（n＝351）  

ロゼひ受けたい  

□どちらかといえば   
受けたい   

口受けたくない（必   

要がないから）   

ロ受けたくない（業   

務多忙のため）   
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第5章 第2号ジョブコーチ   

1．第2号職場適応援助者助成金認定法人 調査結果   

（1）法人の属性  

①法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、下の図表のと   

おりであった。  

【図表5－2 法人全体の従業員数】（n＝17）  【図表5－1法人の形態】（n＝17）  

56人未満  2000～  
4999人  

②特例子会社の有無   

特例子会社の有無について質問したところ、回答数17法人のうち7件（41．2％）が「特例子会  

社がある」と回答した。内訳としては、特例子会社1社が6法人、2社が1法人となっており、  

グループ適用を受けている法人は5法人であった。   

（2）事業所の属性  

（弧特例子会社であるか   

事業所が特例子会社か否か質問したところ、回答した15事業所のうち7事業所（46．7％）が  

特例子会社であった。  

②事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問した  
ところ、平均303．8人であり、そのうち障害者の就労支  

援に携わっている人はジョブコーチも含め7．3人、ジョ  

ブコーチ養成研修修了者は1．7人であった。  

【図表5－3 事業所の従業員数】  

（n＝18）  
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③ジョブコーチ配置の開始時期   

ジョブコーチの配置を開始した時期について質問した  

ところ、平成18年度、19年度から開始した事業所が多  
かった。  

【図表5－4ジョブコーチ配置の開始時期】  

（n＝17）  

④雇用障害者の状況   

平成20年7月1日現  
在雇用されている障害  

者数について質問した  

ところ、平均34．7人で  

あり、うち知的障害者  

が6割を占めた。  

【図表5－5 雇用障害者の  

状況】（n＝18）  

（3）就労支援に関わる人材育成の方針   

障害者の就労支援に関わる人材の育成を①現在どのように行っているか、また②今後の方針  

を質問したところ、現在は外部研修の受講促進が中心であるが、今後としては、人事移異動に  

より就労支援に必要な業務を経験させることにする方針であるとの回答が多かった。  

【図表5－6人材育成の方針（複数回答）】  

c）勤務時間中の外部研修・勉強会への参加を認めている  

d）外部研修・勉強会に参加する際に費用を補助をしている  

b）法人内で研修・勉強会を行っている   

e）人事異動により就労支援に必要な業務を経験させることにしている  

f）就労支援に関するスキルアップに関しては個人に任せている  

i）その他   

g）最初からノウハウのある人材を登用しており（する方針なので）、  

研修等は必要がない。  

h）特に何もしていない／するつもりがない  

60．0 70．0 80．0 900  0．0 10．0 20．0 30．0 40．0 50．0  
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2．第2号ジョブコーチ 調査結果   

（1）本人の属性  

（D基本属性   

本人の性別・年代・最終学歴について質問したところ、男性が15人（57．7％）、女性が11人  

（42・3％）で、男性が6割弱で、30代が多かった。最終学歴については、福祉系の大学・大学院  
卒は0人で、福祉系以外の大学・大学院卒を中卒・高卒が大部分を占めた。  

【図表5－7 年代】（n＝24）  【図表5－8 最終学歴】（n＝26）  

】 

②就業形態   

本人の就業形態について質問したところ、回答（26人）中、全員正社員であった。   

③就労経験   

これまでの就労経験について質問したところ、企業等での就労経験及び障害者就労支援経験  

が5年以上あり、ジョブコーチ経験は1～3年未満の者が多かった。  

【図表5－9 就労経験】（n＝24）  

「  
0＼ 10ヽ  20ヽ  30ヽ  40＼  50ヽ  60＼  70ヽ  80ヽ  90ヽ 100＼  

障害者就労支援  

うちジョブコーチ0  

障害者支援経験  

企業等での経験  

琵義 「  
ロ1年～3年未満  

ロ1年未満  

l口㈹鵬し、  

④ジョブコーチ養成研修時期と研修機関   

職場適応援助者養成研修の受講の時期と研修機関に  

ついて質問したところ、ほとんどの者（22人（88．0％））が  
高齢・障害者雇用支援機構で研修を受講しており、受講  
辞意としては、平成19年度受講の者が最も多かった。  

平成17年  
度上半期   

【図表5－10 ジョブコーチ養成研修の受講時期】  

（n＝26）  
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（9ジョブコーチ活動状況   

ジョブコーチ業務と他の業務との兼務状況について質問したところ、専任と答えたのは24人  

（7．7％）であり、ほとんどの者は他の業務と兼務していた。   

また、ジョブコーチとしての1ケ月の平均活動日数について質問したところ、15日以上活動  

していると回答した者が多く、日数は多いが日？のジョブコーチとしての業務量は多くない状  

況が見られた。   

【図表5－11ジョブコーチ兼務状況】（n＝26） 【図表5－12 ジョブコーチ月活動日数】（n＝26）  

⑥資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質  

問したところ、現在は特に資格がない者が最も多かったが、産業力ウンセラーや精神保健福祉  

士、臨床心理士等の資格取得の希望が見られた。   

【図表5－13 資格（複数回答）】（n＝27）  

0．0  10．0  20     ．0  30．0  40＿0   

キャリアコンサルタント  
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⑦仕事の満足度   

仕事の満足度について質問をしたところ、総合評価として8割の者がやや満足又は満足して  

おり、全般的に満足している割合が高かった。   

【図表5－14 仕事の満足度】（n＝27）  

0ヽ  10ヽ  ヱ0ヽ  30ヽ  40ヽ  50ヽ  60ヽ  TOヽ  8（Iヽ  90ヽ 100ヽ  

仕事の内容■やりがい  

仕事の報酬   

職場の管理者・上司との人間関係、コミュニケーション  

職場の同僚との人間関係、コミュニケーション  

能力スキルの向上  

総合評価  

（参将来展望   

5牛後の将来展望について質問をしたと  
ころ、4割弱の者が現在と同じ仕事をしてい  

ると回答していた。  

仕事はしてい  
ない  
0仇  1  

障害者福祉以  
外の仕事をし ノ／  

ている  
7．4％  

今とは異なる  
が障害者の就  
労支援の仕事  

障害者の就労  
支援以外の障  
害者福祉の仕  
事をしている  

00＼  三▲一」  
をしている   

25，9l  
【図表5－15 将来展望】  

（n＝27）  
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（2）職務と能力・スキル  

①ジョブコーチ業務の業務量   

第2号ジョブコーチとして活動する場合の業務量について質問をしたところ、結果は下表の  
とおりとなった。フォローアップやアセスメント、事業所内調整に関する業務が多いという回  

答が多かった。   

【図表5－16 ジョブコーチ業務の業務量】  

フォローアップ（n＝25）  

職場環境のアセスメント（n＝2ti）  

障害者本人のアセスメント（n＝26）  

雇用後の本人に対する集中的支援（n＝26）   

事業所内調整（本人の職務に関すること）（n＝26）  

事業所内調整（人間関係に関すること）（n＝26）  

支援計画の作成（n＝26）  

支援ツール等の作成（n＝26）  

家族との相談、調整（n＝26）  

ケース会議開催の調整（∩＝26）  

障害者障葉センターとの連絡調整（n＝26）  

関係機関（障害者職業センター以外）  

との連絡調整（∩＝26）   

雇用前に職場への適応能力向上を図るために  
実施する職場実習等の支援（n＝25）   

職場適応援助者助成金の支給申請手続き（n＝26）   

事業所内調整（雇用契約等に関すること）（n＝26）   

企業内での障害特性に応じた職域の開拓（∩＝26）  
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②就労支援知識・スキルの活用の機会   
第2号ジョブコー チとして活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのくらい活用  

する機会があるか質問したところ、結果は下表のとおりとなった。直接的な支援に関する知識・  

スキルを活用する機会が多い一方で、制度や法律に関する知識は活用の機会が少なかった。  

【図表5－17 就労支援知識・スキルの活用の機会】  

「m▼ 

▼   

喜コ刃常にあ古口たまにある‖戚阜にないU争くない、  
0ヽ  10＼  20ヽ  30ヽ  40＼  50ヽ  6（lヽ  70＼  80＼  90＼  tOO＼  

障害者の状況に応じて適切な対応行う知識・スキル  

（n＝2丁）  

事業所内での作業指導に関する知識・スキル（n＝27）  

障害特性に関する知識（n＝27）  

フォローアップとして障害者の職場定着支援を行う  
スキノ叫n＝27）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識（n＝27）  

企業に関する基礎知識（n＝27）  

職場の雇用管矧こ関する基礎知識（n＝27）  

障害者の希望や特性に応じた企業内の仕事の選択や  
マッチング支援を行う知識・スキル（n＝27）  

支援計画の策定に関するスキル（n＝27）  

適切な障害者募集の方法や職域開発に関する  
知識・スキノ以∩＝27）  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル（n＝27）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する  
法律・制度に関する知識（n＝27）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝27）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）（n＝27）  
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③就労支援知識・スキルの習得状況   

第2号ジョブコーチとして活動する上で、就労支援に関する知識・スキルは自分にどのくら  

い備わっているかについて質問したところ、結果は下表のとおりとなった。全般的に備わって  
いるという回答が多いが、障害福祉に関する知識は不足しているという回答が多かった。   

【図表5－18 就労支援知識・スキルの習得状況】  

qある  ロ少しある  □少し不足  口不足  

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30＼  40ヽ  50ヽ  60ヽ  70ヽ  80ヽ  90ヽ 100＼  

事業所内での作業指軋こ関する知識・スキル（n＝26）  

企菓に関する基礎知識（∩＝27）  

フォローアップとして障害者の職場定着支援を行うスキル（nご27）  

障害者の状況に応じて適切な対応行う知識・スキルh＝27）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝27）  

障害者の希望や特性に応じた企業内の仕事の選択や  
マッチンゲ支援を行う知識・スキル（n＝21）  

他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキルh＝27）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（∩＝26）  

労働基準億、最低層金法等雇用に関する法律・制度  
に関する知識（n＝27）  

適切な障害者募集の方法や職域開発に関する  
知識・スキル（∩＝27）  

支援計画の策定に関するスキル（n＝27）  

障害特性に興する知識（nこ26）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識（n＝26）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）（n＝26）  
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④就労支援知識・スキルの習得方法   
第2号ジョブコー チとして活動する上で、就労支援に関する知識・スキルをどのように身に  

つけたか最も効果的な手段について質問したところ、全般的に「仕事を通じて」と回答した者  
の割合が多かったが、障害特性や支援計画、障害者福祉や雇用関係制度に関する知識・スキル  
に関しては、「研修や講習会に参加」して習得したと回答した者が多かった。   

【図表5－19 就労支援知識・スキルの習得方法】  

「】古壷高石 ロ研修や講 ・－独学・把腎ふl…  習に参加 口仕事を通じて   

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30＼ 40ヽ  50ヽ  60ヽ  70ヽ  80ヽ  90ヽ 100ヽ  

障害特性に関する知護（n＝27）  

障害特性に応じた職業的課題に関する知識（n＝27）  

支援計画の策定に関するスキル（n＝27）  

障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識（n＝26）  

障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）（n＝25）  

他の関係機瀾との連携・調整を行う知1凝・スキル（n＝27）  

フォローアップとして障害者の職場定着支援を行うスキル（n＝26）  

適切な障害者募集の方法や職域開発に関する知識・スキル（n＝24）  

労働基準法、最低賃金法等雇用に関する法律・制度に関する知識（n＝26）  

事業所内での作業指導lこ関する知識・スキノHn＝26）  

職場の雇用管理に関する基礎知識（n＝27）  

障害者の状況に応じて適切な対応行う知識・スキル（n＝27）  

企業に関する基礎知識（n＝25）   

障害者の希望や特性に応じた企業内の仕事の選択やマッチング支援を行う  
知識・スキル（n＝26）  
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⑤就労支援業務を行う上で困っていること   

一般就労に向けた支援にあたり、困っていることと特に困っていることについて質問したと  

ころ、下表のような結果となった。  

【図表．5－20 困っていること】  

※因っていることは、はい／いいえのこ択  （nは項目右）、特に困っていることは、3つまで複数回答（n＝25）  

0．0  10．0  20．0  30．0  40．0  50．0  60．0  

福祉や教育等の機関に障害者の支援ノウハウを  
理解させるのが難ししヾn＝26）  

就労支援以外の葉甥が多く、就労支援を行う時怖が  
ほとんどなしヾn＝27）  

就労支援に必要な実践的なノウハウを習得する  
機会が不足している（n＝2丁）  

就労支援に必要な知識が足りない（∩＝27）  

就労支援に必要な知識を習得できる研修の棟会が  
不足している（n＝27）  

就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていない  
（n＝2丁）  

支援している辞書者（保護者）が一般就労に関して  
熱心でない仇＝26）   

障害者の特性や状態像の把握したり、信頼関係を築くのが  
難ししヾn＝27）  

業務が忙しく、外部の研修等に参加できない（n＝27）  

地域の就労支援機関との連携がうまくできない（∩＝27）  

障害者雇用に関して企業トップの理解がない（n＝27）  

地域に就労支援サービスの利用対象となる障害者が  
少なしVn＝26）  

職場の上司や同僚が就労支援に関して理解がない  
h＝27）  

どこから就労支援をはじめていいのかわからない（n＝27）  

地域の関係機関が就労支援に熱心でない（∩＝27）  

就労支援に関して悩みがあるときに相談する先がない（n＝2丁）  

⑥困った時の相談先   

一般就労に向けた支援にあたり、困ったときの相談先について質問をしたところ、同じ事業  

所の上司・同僚が最も高く、続いて障害者職業センターのカウンセラーが高かった。   

【図表5－21相談先（複数回答）】（n＝27）  

同じ事業所の上司・同僚  

障害者職業センターの障害者随実力ウンセラー  

他の機関で障害者の就労支援を担っている人（上記以外）  

労働局り＼ローワークの担当者  

特別支援学校の先生  

企業の担当者や叔場適応援助者（第2号JCジョブコーチ）   

障害者戦業センターの戦場適応援助者（配置型ジョブコーチ）  

社会福祉法人等の戦場適応援助者（第l号JCジョブコーチ）  

地方自治体の職員  

その他  

相談先はない  

0．0   10．0   20＿0   30．0  40．0   50＿0   60．0   70．0   80．0  
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（3）研修  

①就労支援に係る研修の受講状況   

就労支援に係る研修の受講状況について質問したところ、法人内の研修以外に、障害者総合  
職業センターで行っているセミナーや研究発表会への受講経験が高かった。   

【図表5－22 研修の受講状況】  

0％  10％  20％  30％  40％  50†i 60％  70％  80％  90％ 100％  

法人内で行う研修・勉強会（就労支援以外）  
（n＝26）   

法人内で行う研修・勉強会（就労支援関係）  
（∩＝28）  

職業リハビリテーション実践セミナー  

（高障機構・総合センター）（n＝26）  

職業リハビリテーション研究発表会  
（高障機構・総合センター）（n＝26）  

民間機開・NPO等の就労支援研修   
（上記ジョブコーーチ養成研修以外）（n＝25）  

自治体が行う就労支援研修（∩＝26）  

就業支援基礎講座   
（高陣機構・障害者稲葉センター）（n＝27）  

楓葉リハビリテーション推進フォーラム   

（高陣機構・障害者職業センター）（n＝27）  

②就労支援に係る研修の受講希望   

就労支援を行うに当たって、受講したい研修プログラム等について質問をしたところ、各種  
研修よりも、ケーススタディや交流会への参加希望が高かった。  

【図表5－23 研修の受講希望】  

【  0％  20％  40％  60％  80％  100％  

就労支援に関するケーーススタディが中心の研修（n＝27）  

他の機関の就労支援担当者等との交流会（n＝27）  

地域の関係機関の関係者（就労支援を担う者以外  

も含む1，）との交流会（∩＝27）  

就労支援に関する専門的な支援スキル・技術を  

身につける研修（n＝27）      ジョブコーチに関する専門的な知識やスキルを  

習得する研修（n＝26）  

就労支援に関する専門的な知識を習得する研修（n＝2了）   

外部の専門家から就労支援に関する助言やアド′くイス  
（n＝27）  

ジョブコーチに関する基本的な知識やスキルを  
習得する研修（n＝26）  

就労支援に関する基礎的な支援スキル・技術を  

身につける研修（n二27）   就労支援に関する基礎的な知識を習得する研修（n＝27）  

就労支援に関する座学（講習）が中心の研修（∩＝27）  

Dぜひ受けたいL⊆  

ち  

ロどちらかといえ  ば受けたい  

ロ受けたくない  
（必要がない   

から）  

ロ受けたくない  
（業務多忙の   

ため）   
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〔参考 研究会開催状況〕  

障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

開催要綱  

1．趣旨   

障害者の一人ひとりの希望に応じた就職を実現し、働く障害者を支えていくためには、雇用、   

福祉、教育等の各分野の関係機関が、その役割に応じて連携し個々の障害者のニーズに応じた専   

門的な就労支援を行っていくことが必要である。このため、地域において就労支援を担う人材を   

幅広く育成するとともに、質の高い就労支援を提供するためにその専門性の維持・向上を因って   

いくことが不可欠となっている。   

こうした就労支援を担う人材の育成を図るためには、地域の就労支援機関における就労支援の   

現状と課題を踏まえ、支援機関の役割に応じた就労支援の職務について整理し、その職務を担う   

ために必要な知識、能力等について明確にするとともに、研修等の育成体系を構築することが必   

要である。   

そこで、関係者の参画する研究会を開催し、障害者の就労支援を担う人材の育成のあり方につ   

いて幅広い見地から検討を行うこととする。  

2．研究会の運営  

（1）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者、障害者就労支   

援実務関係者の参集を求め、開催する。  

（2）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。  

（3）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課地域就労   

支援室において行う。  

3．参集音   

別紙のとおり  

4．開催期間   

平成20年7月～  

5．検討事項  

（1）地域の就労支援機関において就労支援を担う人材の現状と課題  

（2）就労支援機関の役割に応じて就労支援を担うために必要な能力要件等の明確化  

（3）就労支援を担う人材の育成の在り方   



障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

開催状況  

第1回（平成20年7月4日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の現状と課題について〔ヒアリング〕  

（こ1）就労移行支援事業   

社会福祉法人電機神奈川福祉センター常務理事   

川崎市わーくす大師 施設長  志賀 利一 委員  

（2）障害者就業・生活支援センター   

明治学院大学社会学部教授   

障害者就業・生活支援センター ワーキングトライ センター長  

八木原 律子 委員  

2．障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

第2回（平成20年7月28日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の現状と課題について〔ヒアリング〕  

（1）ジョブコし一チ   

大妻女子大学人間関係学部 教授   

特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク理事長  

小川 浩 委員  

（2）第2号ジョブコーチ、企業   

株式会社キューピーあい 代表取締役  湯田 正樹 委員  

2．研修機関における人材育成の現状と課題について〔ヒアリング〕   

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構  

職業リハビリテーション部次長  中村 正子 氏  

3．障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

第3回（平成20年10月3日）  

1．障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査結果報告  

2．就労支援機関の役割に応じた就労支援を行うために必要な能力要件等   

について（就労支援のプロセス、職務、必要な知識・スキルの明確化）   



第4回（平成20年11月17日）  

障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

（就業支援担当者、ジョブコーチの育成のあり方、研修体系・研修内容等）  

第5回（平成20年12月15日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について   

（就労支援員の育成のあり方、研修体系・研修内容等）  

2．とりまとめに向けた基本的な考え方について  

第6回（平成21年1月30日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム   

について（共通基盤、就労支援員、障害者就業・生活支援センター）  

2．報告書（骨子案）について  

第7回（平成21年3月3日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム   

について（ジョブコーチ）  

2．報告書（案）について  

※ 本研究会は、オブザーバーとして、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長補佐、職業能力   

開発局能力開発課主任職業能力開発指導官・課長補佐のほか、文部科学省初等中等教育局特別支   

援教育調査官の参加を得て、開催した。  

†F   



障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

作業部会開催要綱  

1．作業部会の趣宣   

「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」の検討を踏まえ、障害者の   

一般就労を支える人材の研修内容等を検討するため、有識者及び実践者からなる作業部会を設置   

する。作業部会で整理・作成されたものを本研究会で議論を行う。  

2．検討項目   

（1）就労支援のプロセス・職務の整理   

（2）就労支援を行うために必要な基本的知識・スキルの整理   

（3）就労支援を担う人材の育成に必要なモデルカリキュラムの作成  

3．作業部会の構成   

別紙のとおり  

4．スケジュール  

平成20年8月～  

5．その他   

作業部会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課地域就労   

支援室において行う。   



障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

作業部会開催状況  

0年8月27日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の現状と課題の把握について  

（実態調査結果報告）  

2．作業部会の進め方について  

第2回（平成20年9月16日）  

障害者の一般就労を支える人材の職務・能力要件について  

第3回（平成20年10月28日）  

1．障害者の一般就労を支える人材の職務・能力要件について  

2．障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

（育成のあり方、研修体系・研修内容等）  

第4回（平成20年12月2日）  

障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について   

（育成のあり方、研修体系・研修内容等）  

第5回（平成21年1月20日）  

障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム  

について  

第6回（平成21年2月5日）  

障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム  

について  

※ オブザーバー として、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課就労支援専門官の参加を得て開   

催した。   




